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平成２９年第２回白鷹町議会定例会 第１日 

 

議事日程 

平成２９年３月７日（火）午前１０時開議 

 

 

日程第 １       会議録署名議員の指名 

日程第 ２       会期の決定 

日程第 ３       諸般の報告 

日程第 ４       施政方針 

日程第 ５ 議第 ３号 平成２９年度白鷹町一般会計予算について 

日程第 ６ 議第 ４号 平成２９年度白鷹町十王財産区特別会計予算について 

日程第 ７ 議第 ５号 平成２９年度白鷹町下水道特別会計予算について 

日程第 ８ 議第 ６号 平成２９年度白鷹町国民健康保険特別会計予算について 

日程第 ９ 議第 ７号 平成２９年度白鷹町農業集落排水特別会計予算について 

日程第１０ 議第 ８号 平成２９年度白鷹町介護保険特別会計予算について 

日程第１１ 議第 ９号 平成２９年度白鷹町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第１２ 議第１０号 平成２９年度白鷹町水道事業会計予算について 

日程第１３ 議第１１号 平成２９年度白鷹町立病院事業会計予算について 

日程第１４ 議第１２号 平成２９年度白鷹町訪問看護ステーション事業会計予算につ

いて 

日程第１５ 議第１３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第１６ 議第１４号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第１７ 議第１５号 白鷹町個人情報保護条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

日程第１８ 議第１６号 白鷹町職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条

例の設定について 

日程第１９ 議第１７号 白鷹町町税条例等の一部を改正する条例の設定について 

日程第２０ 議第１８号 白鷹町いじめ防止対策の推進に関する条例の設定について 

日程第２１ 議第１９号 白鷹町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２２ 議第２０号 白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 
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日程第２３ 議第２１号 白鷹町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第２４ 議第２２号 白鷹町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

日程第２５ 議第２３号 白鷹町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２６ 議第２４号 荒砥駅前交流施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

日程第２７ 議第２５号 山形県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

日程第２８ 議第２６号 平成２８年度白鷹町一般会計補正予算（第１０号）について 

日程第２９ 議第２７号 平成２８年度白鷹町下水道特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第３０ 議第２８号 平成２８年度白鷹町国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）について 

日程第３１ 議第２９号 平成２８年度白鷹町農業集落排水特別会計補正予算（第３

号）について 

日程第３２ 議第３０号 平成２８年度白鷹町介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第３３ 議第３１号 平成２８年度白鷹町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第３４ 議第３２号 平成２８年度白鷹町立病院事業会計補正予算（第１号）につ

いて 

日程第３５       一般質問 

日程第３６ 請第 １号 「農業者戸別所得補償制度」の復活を求める請願について 

日程第３７       委員会の閉会中の継続調査について （議会運営委員会） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○出席議員（１４名） 

  １番  遠 藤 幸 一 議員     ２番  渡 部 善 美 議員 

  ３番  笹 原 俊 一 議員     ４番  佐々木 誠 司 議員 

  ５番  小 口 尚 司 議員     ６番  小 形 輝 雄 議員 

  ７番  田 中   孝 議員     ８番  山 田   仁 議員 

  ９番  奥 山 勝 吉 議員    １０番  石 川 重 二 議員 

 １１番  佐 藤 京 一 議員    １２番  菅 原 隆 男 議員 
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 １３番  関   千鶴子 議員    １４番  今 野 正 明 議員 

○欠席議員（なし） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長  佐  藤  誠  七 

副 町 長  横  澤     浩 

教 育 長  沼  澤  政  幸 

総 務 課 長  松  野  芳  郎 

税務出納課長  田  宮     修 

企画政策課長  湯  澤  政  利 

企 画 主 幹  永  野     徹 

町 民 課 長  中  村  裕  之 

健康福祉課長  齋  藤  春  美 

産業振興課長  齋  藤  重  雄 

農 林 主 幹 併 
農業委員会事務局長 

 菅  間  直  浩 

建設水道課長  今  野  秀  一 

病院事務局長  渡  部  町  子 

教 育 次 長  菅  原  良  教 

監 査 委 員  竹  田  謙  一 

農業委員会会長  樋  口  太  一 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○職務のために出席した者の職氏名 

議会事務局長  樋  口     浩 

係 長  橋  本  達  也 

書 記  佐  藤  圭  子 
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 開 会        〈午前１０時００分〉 

 

○開会の宣告 

○議長（遠藤幸一） おはようございます。 

  ご参集まことにご苦労さまです。 

  開会前に申し上げます。 

  平成23年３月11日午後２時46分に発生した東日本大震災から６年が経過しました。か

けがえのない多くの命が奪われ、広範囲に甚大な被害を受けました。 

  関連する東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響もいまだ大きく、解決の道は遠

いと感じております。早急な本格的復興を望むものであります。 

  国におきましては、３月11日に「６周年追悼式」を開催し、発生時刻に全国統一の黙

禱が予定されております。ことしは土曜日に当たり休会となりますので、３月定例会の

初日に当たり、午前10時をもって全員で黙禱を捧げたいと思います。ご協力をお願い申

し上げます。 

○議会事務局長（樋口 浩） それでは、皆様、ご起立をお願いいたします。傍聴者の方

もご一緒にお願いいたします。黙禱。お直りください。ご着席ください。ありがとうご

ざいました。 

○議長（遠藤幸一） ご協力ありがとうございました。 

  ３月に入り、卒業式の時期となり、間もなく春本番を迎えます。啓翁桜を飾っており

ますが、桜の開花も待ち遠しい古典桜の里「白鷹」の誇るべき季節となりました。こと

しも深山和紙の桜のブローチを胸に定例会に臨みたいと存じます。 

  これより、平成29年第２回白鷹町議会定例会を開会いたします。 

  出席議員は全員であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議事日程の報告 

○議長（遠藤幸一） 議事日程は配付している文書のとおり進めます。 

  議事に入る前に表彰伝達を行います。 

○議会事務局長（樋口 浩） それでは、私から受賞者をご紹介申し上げます。 

  ２月16日に行われました置賜地方町村議会議長会定期総会並びに山形県町村議会議長

会定期総会におきまして、自治功労者表彰がございましたので、その受賞者をご紹介申

し上げます。 

  置賜地方町村議会議長会表彰 自治功労 議員在職17年以上、遠藤幸一議長。 

  同じく、17年以上、今野正明議員。 

  山形県町村議会議長会表彰 自治功労 議員在職11年以上、関 千鶴子議員。 
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  以上でございます。 

  ここで表彰の伝達を行います。受賞されました方は前にお進みいただきたいと思いま

す。 

  初めに、置賜地方町村議会議長会表彰伝達を行います。 

  最初に、遠藤幸一議長から受領いただきたいと思います。副議長から伝達をいただき

ます。 

○副議長（小形輝雄） 「表彰状、白鷹町議会遠藤幸一殿。あなたは議会議員として在職

17年にわたり、地方自治の確立、郷土の発展に寄与された功績はまことに大なるものが

あります。よって本会表彰規定により記念品を贈り、ここに表彰します。平成29年２月

16日。置賜地方町村議会議長会会長遠藤幸一」代読。おめでとうございます。（拍手） 

○議会事務局長（樋口 浩） 続きまして、今野議員、お受け取りいただきたいと思いま

す。遠藤議長からお願いいたします。 

○議長（遠藤幸一） 「表彰状、白鷹町議会今野正明殿。あなたは議会議員として在職17

年にわたり、地方自治の確立、郷土の発展に寄与された功績はまことに大なるものがあ

ります。よって本会表彰規定により記念品を贈り、ここに表彰します。平成29年２月16

日。置賜地方町村議会議長会会長遠藤幸一」おめでとうございます。（拍手） 

○議会事務局長（樋口 浩） 続きまして、山形県町村議会議長会表彰伝達を行います。

関議員、お受け取りください。 

○議長（遠藤幸一） 「表彰状、山形県白鷹町議会関 千鶴子殿。あなたは町村議会議員

として11年以上の長きにわたり、地方自治の確立、地域の振興発展に寄与された功績は

まことに顕著であります。よって、ここにこれを表彰します。平成29年２月16日。山形

県町村議会議長会会長鍋倉竹志」おめでとうございます。（拍手） 

○議会事務局長（樋口 浩） それでは、ここで、受賞されました皆様にご挨拶をいただ

きたいと思います。 

  最初に、遠藤議長からお願いいたします。 

              〔１番 遠藤幸一 登壇〕 

○１番（遠藤幸一） では、一言お礼を申し上げます。 

  このたびの受章に際しまして、議員の皆様から大変なお力添え、さらには町当局より

ご協力いただいたたまものと、深く感謝を申し上げる次第であります。 

  また、ただいま表彰をいただきましたけれども、置賜地方町村議会ということで、何

か私がもらうことで何となく複雑な思いでありますけれども、そんな中で表彰いただき

ましたことに、改めて感謝とお礼を申し上げたいと思います。 

  議員在職17年を経過したところでありますけれども、この間にわたりまして、先輩、

そして同僚議員からのご指導、さらには町当局からのご協力なども得まして、議会内に

おきましていろんな役職を務めてきたところでもございます。私みずから少しは苦労し
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ながら、おのれを磨きながら、議会の役に立つべく努めてまいったところでありますけ

れども、果たして期待に沿えるのか、今じくじたる思いをしておるところでもあります。 

  ご案内のとおり、地方議会は二元代表制ということで、いわゆる議会は多数の合議制

の機関として、さらには町は独任制機関としてそれぞれ違うわけですけれども、お互い

に競い合いながら、そして協力、そして連携をとりながら、町政発展のために邁進して

いかなければならないなと強く感じておるところでもございますので、今後とも議員各

位のご指導、ご協力のほどをお願いを申し上げながら、御礼の言葉にかえさせていただ

きます。本日は本当にありがとうございました。（拍手） 

○議会事務局長（樋口 浩） 続きまして、今野議員、お願いいたします。 

              〔14番 今野正明 登壇〕 

○14番（今野正明） 私からも、一言御礼と感謝の言葉を申し述べさせていただきたいと

思います。 

  きょう、こうして身に余る表彰を賜りましたこと、ひとえにここにおられます同僚議

員の皆様方、そして当局の皆様、さらにはお世話になりました先輩議員の皆さん、そし

て町民の皆さん、それぞれのご指導、ご鞭撻のたまものと、深く感謝をしております。

本当にありがとうございます。 

  過ぎ去りしかばあっという間の17年でございます。その間、陰に陽にお支えいただき、

またお導きいただきました全ての皆さんに心からの感謝を申し上げ、御礼の言葉とさせ

ていただきます。きょうは本当にありがとうございました。（拍手） 

○議会事務局長（樋口 浩） 続いて、関議員、お願いいたします。 

              〔13番 関 千鶴子 登壇〕 

○13番（関 千鶴子） 私からも一言御礼のご挨拶を申し上げます。 

  このたびは、山形県町村議会議長会より自治功労の表彰の栄に浴しましたこと、本当

にありがたく、そして感謝しているところでございます。 

  さきに、先輩議員の遠藤議長、今野議員からもございましたように、私も本当に今ま

で当局の皆様、議員の皆様、そして諸先輩の皆様、町民の皆様方に支えられ、今日があ

るのだなと思い、心から皆様方に感謝申し上げる次第です。 

  そして、これからも精いっぱい町発展、町民の皆様方の福祉向上のために尽力するつ

もりでおります。皆様方のますますのこれからもご指導、ご鞭撻のほどを心からお願い

申し上げまして、一言御礼の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございまし

た。（拍手） 

○議会事務局長（樋口 浩） ありがとうございました。大変おめでとうございました。

それでは、お席のほうにお戻りいただきたいと思います。 

  続いてご紹介申し上げます。同じく２月16日に行われました山形県町村議会議長会定

期総会におきまして、議会広報コンクールの表彰がございました。白鷹町議会議会広報
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しらたか第131号が入選いたしました。前に掲示しておりますけども、ご紹介させてい

ただきます。おめでとうございました。（拍手） 

  以上をもちまして、表彰伝達を終わります。受賞まことにおめでとうございました。 

○議長（遠藤幸一） 表彰伝達が終わりました。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○会議録署名議員の指名 

○議長（遠藤幸一） 議事に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本件については、白鷹町議会会議規則第125条の規定により、議長より指名いたしま

す。 

   ２番 渡部善美君 

   ３番 笹原俊一君 

 の両名を指名いたします。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○会期の決定 

○議長（遠藤幸一） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。本定例会の会期については、２月28日開催の議会運営委員会に諮

問したところ、３月７日から３月17日までの11日間が適当との答申がありましたが、こ

れにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。 

  よって会期は、３月７日から３月17日までの11日間と決定いたしました。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○諸般の報告 

○議長（遠藤幸一） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  内容を議会事務局長に朗読いたさせます。議会事務局長。 

○議会事務局長（樋口 浩） 諸般の報告。 

 １．置賜地方町村議会議長会定期総会、２月16日山形市で行われました。 

   平成28年度会務報告及び予算執行状況報告があり、平成29年度事業計画及び予算、

負担金等について原案のとおり議決しました。また、議事に先立ち、自治功労者表

彰が行われました。 

   白鷹町の被表彰者は、議員在職17年以上 遠藤幸一議員。 

   同じく、今野正明議員でございます。 

 ２．第68回山形県町村議会議長会定期総会、２月16日山形市で行われました。 

   平成29年度事業計画並びに収入支出予算等について原案のとおり議決しました。ま
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た、「地方創生の推進」や「地方議会議員の厚生年金制度への加入実現」など11項

目を盛り込んだ決議を採択しました。 

   議事に先立ち、県知事表彰、自治功労者表彰並びに町村議会広報コンクール表彰が

行われました。 

   白鷹町議会の被表彰者 山形県町村議会議長会表彰 議員在職11年以上 関 千鶴

子議員。 

   山形県町村議会広報コンクール表彰 入選 「議会だより しらたか」白鷹町議会 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 諸般の報告が終わりました。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○施政方針、議第３号～議第１２号上程、説明、総括質疑、付託 

○議長（遠藤幸一） 日程第４、施政方針から日程第14、議第12号 平成29年度白鷹町訪

問看護ステーション事業会計予算についてまで、以上11件は平成29年度の施政方針並び

に各会計予算でありますので、会議規則第36条の規定により一括議題といたします。 

  初めに、施政方針の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 本日、ここに、白鷹町議会３月定例会の開会に当たり、平成29年度

に臨む町政運営について所信の一端を申し上げ、町民の皆様並びに議員各位のご理解と

ご協力を賜りたいと存じます。 

  国の地方財政対策において、地方の一般財源につきましては、総額の確保を図った上

で、平成28年度を上回る対応が図られております。 

  しかしながら、財源不足を臨時財政対策債の増額で補填する形での措置となっており、

これに加えて、国においては、民間委託等の加速やＩＣＴ化・業務改革の広域化・共同

化等の取り組みを進めるとともに、地方行財政の「見える化」を徹底することとしてい

ることから、地方財政に与える影響は大きく、地方自治体の主体性や創意工夫、業務の

効率化がこれまで以上に求められているものと認識しております。 

  本町の財政状況につきましては、社会保障関係経費や繰出金等の増加が見込まれ、加

えて、少子化対策や森林・林業再生、まちづくり複合施設整備等の主要施策の展開によ

る歳出も見込まれることから、より一層計画的な財政運営を行っていく必要があると認

識しております。 

  このような状況の中で、平成29年度予算につきましては、持続可能で健全な財政運営

の確保を念頭に、行財政改革を緩めることなく推進しながら町政運営を行うこととし、

共創のまちづくりの理念のもと、まちづくりの将来像の実現に向けて、町民と行政がさ

らに一体となり、次代につなぐまちづくりを推進していく観点から編成いたしました。 
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  この結果、一般会計当初予算額は89億8,900万円となり、前年度に対し13億3,200万円、

17.4％の増加となったものであります。 

  加えて、平成28年度補正予算において、荒砥小学校大規模改修事業や地籍調査事業な

どの「未来への投資を実現する経済対策」に基づく国の補正予算に対応した事業を前倒

しで計上し、明許繰り越しも視野に入れて進めていることから、平成29年度は、これら

と当初予算とを合わせまして、実質的に90億円を超える規模の予算となるものでありま

す。 

  次に、予算の歳入歳出について申し上げます。 

  初めに歳入の状況でありますが、一般財源につきまして、町税は11億6,112万6,000円

で、町民税や固定資産税の増収を見込む等により2.9％の増となったものです。地方交

付税32億8,600万円のうち普通交付税は、公債費の増加に伴う交付税算入分の増加等を

見込み9,500万円、3.3％の増、一方、特別交付税は、豪雨災害分の減少等により2,000

万円、6.7％の減を見込んでおります。このほか臨時財政対策債を除く町債につきまし

ては、99.9％の増で17億1,810万円となったものです。 

  次に歳出につきましては、性質別に見ますと、義務的経費の人件費は９億9,298万

8,000円で7.3％の減、扶助費は民間保育所に係る保育園運営委託料の増等により10億

3,721万4,000円で0.9％の増、公債費は11.2％の増の９億2,293万7,000円となり、義務

的経費全体では0.8％の増となったものです。 

  普通建設事業費は、こども園支援事業や鮎貝小学校駐車場整備事業の皆増、まちづく

り複合施設整備事業の増等により128.9％増の24億307万7,000円となったものです。 

  補助費等は、白鷹っ子養育事業の皆増等により6.2％の増、12億5,459万1,000円、物

件費は、地籍調査事業の減等により0.8％減の10億10万9,000円となったものです。 

  特別会計及び企業会計につきましては、全体で62億8,367万1,000円を計上いたしまし

た。前年度と比較しますと、下水道特別会計の下水処理施設の長寿命化事業の完了等に

より、2,779万9,000円の0.4％の減となったものです。 

  以上、一般会計に特別会計等を合わせた当初予算総額は152億7,267万1,000円、9.3％

の増となったものです。 

  次に、具体的な施策について申し上げます。 

  平成29年度は、第５次白鷹町総合計画の後期基本計画に基づくまちづくりの３年目を

迎え、白鷹町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略とともに、折り返しの

時期を迎えます。引き続き、総合計画後期計画に掲げております人材育成をベースに、

「子育て・教育」、「雇用・産業」、「地域」、「防災」の４つの柱を重点として、各

種計画等と連動し、ＰＤＣＡサイクルを徹底してまいります。 

  また、第５次白鷹町総合計画の計画期間も残り２年となりますことから、次期計画の

策定に向けて、町民の意向調査等の取り組みを始めてまいります。 
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  そして、第５次白鷹町総合計画の４つの柱を横断的に結び、「町民の「安全、安心」、

自然（木）をいかし環境に「やさしい」施設」を基本的な理念として検討を進めてまい

りました、中央公民館、図書館、町民の交流スペースとなる町民ラウンジ、防災センタ

ー、役場庁舎機能を有する「まちづくり複合施設」につきましては、平成29年度より工

事に着手してまいります。 

  子育て支援につきましては、子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育てに対する

不安感を解消できるよう、家庭・地域・町が一体となり支援を行ってまいります。 

  平成29年度からは、新たに出生祝い金や絵本を贈呈する「白鷹っ子養育事業」や、木

育の観点から町産材を活用した積み木を贈呈する「木育推進事業」に取り組むとともに、

ひがしね保育園において平成30年度からの民営化を見据え、保育時間の延長とともに２

歳児保育を開始してまいります。また、愛真こども園園舎が老朽化していることから、

新たな園舎整備への支援を行ってまいります。 

  子育て世帯の経済的負担を軽減するため、中学３年生相当以下の子供が３人いる家庭

における第３子以降の子供の保育料を無料化する「多子世帯子育て応援事業」について

は、対象範囲を高校３年生相当年齢まで引き上げるほか、引き続き「しらたか元気っ子

事業」や「ニコニコマタニティライフ応援事業」「小児インフルエンザワクチン接種費

用助成事業」などを実施し、子育て環境の充実・支援に取り組んでまいります。 

  本町の教育行政の支援につきましては、引き続き「まちづくり・地域づくりの基本は

人づくり、人づくりの基本は教育」を基底に、「学び、集い、笑顔かがやく白鷹人」の

育成に向けて、「元気で信頼される郷土の学校づくり」「健康で創造性豊かな人づく

り」を核に各施策に取り組んでまいります。 

  新規事業といたしまして、老朽化したスクールバス１台を更新するとともに、あゆか

い保育園跡地に鮎貝小学校駐車場として整備してまいります。 

  また、郷土愛の醸成等を図るため、児童生徒が新聞に親しみ学習に活用できる環境を

整備する１学級１新聞事業に取り組むとともに、子育て支援、保護者負担軽減の観点か

ら、スキー授業における白鷹スキー場リフト代の完全無料化や学校給食費支援事業を実

施いたします。 

  さらに、中学校での業務の効率化を図り、教職員が生徒との時間をより多く確保でき

るよう、校務用パソコンの更新にあわせ、校務支援ソフトを導入してまいります。 

  また、拡充・継続事業では、今後の英語教育の早期化・充実に対応するため、英語指

導助手を増員するとともに、小学校にタブレットやプロジェクターを導入し、ＩＣＴ教

育環境を整備してまいります。また、引き続き、荒砥小学校大規模改修事業に取り組む

とともに、学校生活支援員や教育相談員の配置、新入学児童ランドセル贈呈事業、全町

的なスクールバスの運行等に取り組んでまいります。 
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  学校給食では、共同調理場の設備更新を計画的に実施するとともに、２年目となる民

間委託による調理・配送等の業務を継続しながら。地産地消に配慮し、これまで同様安

全安心でおいしい給食を提供してまいります。 

  まちづくり・地域づくりには、人材の育成・確保は欠くことのできないものでありま

す。 

  荒砥高等学校につきましては、魅力ある学校づくりに向けて、引き続き新入生応援事

業や介護職員初任者研修、教育支援員の配置や部活動等について支援してまいります。

白鷹高等専修学校につきましては、学習環境の充実を図るため、施設整備について支援

するとともに、引き続き教育体制充実に向け、置賜管内市町と連携しながら支援してま

いります。 

  生涯学習につきましては、平成29年度から５カ年計画とする白鷹町生涯学習振興計画

に基づき、引き続き白鷹学講座の開催を初め、放課後子どもプラン推進事業や学校支援

地域本部事業、家庭教育推進事業などに取り組んでまいります。 

  生涯スポーツについては、７月末より開催される全国高等学校総合体育大会女子ソフ

トボール競技大会の成功に向けて、高等学校体育連盟や実行委員会と連携しながら進め

てまいります。また、若鮎マラソンコースの公認更新申請を行うとともに、若鮎マラソ

ン大会や地区対抗駅伝競走大会など、各種スポーツ大会の開催について関係団体等と連

携しながら取り組んでまいります。総合型地域スポーツクラブや各種スポーツ団体の活

動につきましても、引き続き支援してまいります。 

  文化財の保護・伝承等につきましては、国の重要文化財である観音寺観音堂の茅葺屋

根全面改修と消防設備の更新を支援してまいります。 

  芸術文化につきましては、引き続き、町芸術文化協会や文化交流センター「あゆー

む」との連携による各種事業展開を初めとして、こども芸術文化活動事業による子供た

ちの芸術文化活動支援など、各種団体の育成や活動支援に努めてまいります。また、修

復が必要な梅津五郎画伯の作品について、計画的に修復作業を行うとともに、３回目と

なる芳賀秀次郎賞詩作コンクールを支援してまいります。 

  図書館につきましては、新図書館の運営等の検討とともに、小中学校の図書館の蔵書

整理等を行うため図書館司書を増員するとともに、引き続き長時間開館サービスを実施

するなど、図書館サービスの向上に努めてまいります。 

  平成27年度から取り組み、参加した子供たちに確かな成長が見られた中高生対象の青

少年国際交流事業や、若者定住、Ｕターン、婚活などの一助となるよう一定の年代が集

う学年単位の交流会に対する支援を引き続き行うとともに、平成27年度に策定した男女

共同参画推進計画に基づき、女性が輝く社会の実現に向け取り組んでまいります。 
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  また、婚活支援につきましては、引き続き婚活サポート専門員を配置するとともに、

婚活者へ出会いの場を創出するための企業間の交流支援にも取り組みながら、「婚活サ

ポート事業」の拡充を図ってまいります。 

  農業を取り巻く情勢につきましては、ＴＰＰ協定からの米国の離脱表明や、平成30年

から米政策の大幅な転換など、先行き不透明な要素がある中、安定的な農業経営や農業

後継者の育成、確保が課題となっております。 

  そのため、白鷹町農業再生協議会に新たな専門員を配置し、白鷹町の特色を生かした

産地づくりと、「人・農地プラン」の話し合いをベースにした農地中間管理事業の活用

による担い手への農地の集積化を推進してまいります。 

  農業委員会等に関する法律の改正により、本町においては平成29年７月から新制度に

よる農業委員が選出されるとともに、新たに農地利用最適化推進委員が設置されること

となります。農地制度の適切な運用を図りながら、農地の集積や遊休農地・荒廃農地の

発生防止に向けて、関係機関との連携を深めながら取り組んでまいります。 

  また、本町の農業振興の基本となる農用地の確保などを定める「白鷹農業振興地域整

備計画」については、計画の見直しに取り組んでまいります。 

  町地域農業活性化センターにおいては耕作放棄地の解消事業と、新規就農者受入協議

会を中心とした就農希望者の受け入れの取り組みを積極的に進めてまいります。 

  さらに、安全で安心な農産物を提供する食育・地産地消の取り組みも、引き続き推進

してまいります。 

  農業の生産基盤の整備を進める土地改良事業は、県営事業の萩野地区耕作放棄地解消

発生防止基盤整備事業や、川戸金剛地区ため池総合整備事業、諏訪堰地区水利施設整備

事業を継続してまいります。 

  また、中山間地域等直接支払交付金事業及び多面的機能支払交付金事業を活用し、農

村集落の多面的機能の維持・確保と、耕作放棄地の発生防止を図ってまいります。 

  県下一の人工林地帯である本町においては、杉を中心とする民有林の約６割が主伐期

を迎えており、これらの資源の有効活用と「緑の循環システム」を維持するため、白鷹

町森林・林業再生協議会を中心に、森林の境界明確化事業を引き続き実施してまいりま

す。境界が明確化された地域から、国・県事業を活用し、森林整備を進めるとともに、

町独自に主伐後の再造林支援も行ってまいります。 

  林道事業につきましては、森林資源の活用の状況などを踏まえ、優先順を決めて順次

取り組んでまいります。 

  また、保安林等の保全すべき松林での松くい虫防除を継続して実施するとともに、近

年被害が大きくなってきている有害鳥獣の対策につきましても、国・県の事業を活用し

ながら対応してまいります。 
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  景況は、国全体では全体的に緩やかな景気回復基調にあります。しかし、本町におき

ましては、依然として小売・サービス業は厳しい状況であり、緩やかな回復基調にある

製造業においても、経済状況の先行きが不透明となっております。 

  そのような中で、引き続き白鷹サテライトオフィスなど関係機関と連携し、首都圏を

中心に受注活動を展開してまいります。また、地域産業の活性化と雇用の場の創出を目

指し、企業立地促進事業や企業誘致活動を推進するとともに、創業者支援にも取り組ん

でまいります。 

  さらに、現場力や技術力の向上を目指し、中小企業技術者養成事業の継続や、新たに

地場産業元気支援事業やものづくり応援事業を実施し、意欲のある小規模事業者の販路

開拓や設備投資を支援してまいります。 

  雇用対策につきましては、就労環境改善対策事業を展開するとともに、新規学卒者や

ＵＩターン希望者への就職支援を行う人材確保対策事業の継続、雇用枠の確保・拡大促

進に向けた取り組みを引き続き行ってまいります。 

  商業につきましては、町内消費の拡大と商業の活性化につなげていくため、商工会が

実施する商業活性化促進事業や小規模工事の受注を促進する建築需要促進事業に引き続

き取り組んでまいります。 

  観光交流につきましては、平成26年度に策定した「白鷹町観光交流推進計画」に基づ

き、「日本の紅（あか）をつくる町の推進」と町内周遊を推進する「まるごと白鷹町」

を重点施策と位置づけ、各種事業を展開してまいります。 

  「日本の紅（あか）をつくる町」につきましては、紅花生産日本一の町としての知名

度をさらに高めるため、観光と生産の両面を推進し、誘客拡大に結びつけてまいります。 

  「まるごと白鷹町」につきましては、白鷹の四季を生かした観光４シーズン化をより

一層進めるとともに、町内観光拠点施設の充実とその連携による町内周遊の推進を図り、

着地・滞在型観光を進めてまいります。 

  また、深山和紙や白鷹紬を初めとする町の伝統工芸品や豊かな自然・田舎暮らしなど、

白鷹町ならではの素材を生かした観光メニューの掘り起こしを進めるとともに、教育旅

行による都市部の子供たちの受け入れを推進し、「見て・触れて・感じて」楽しめる交

流を広げてまいります。 

  さらに、インバウンドの受け入れを初めとする国の観光行政の流れに的確に対応し、

来町されるあらゆるお客様におもてなしの心で対応するため、観光協会を初めとする観

光インフォーメーション機能の充実など体制強化に取り組んでまいります。 

  産業間の連携につきましては、産業振興戦略会議を主体に、生産者の方々が実施する

農産物を初めとする白鷹町産の素材を活用した６次産業化への取り組みについて、段階

に応じた支援を行ってまいります。また、引き続き「白鷹」をアピールできる「ＳＨＩ

ＲＡＴＡＫＡＲＥＤ（白鷹レッド）」のブランド化に取り組むとともに、町内外への情
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報発信にも取り組んでまいります。さらに、農工商観連携を推進するため、白鷹町産業

フェアを引き続き開催してまいります。 

  環境保全の取り組みは、第２次白鷹町環境基本計画に基づき、環境保全活動、環境教

育、環境情報などに携わる団体や事業者と互いに連携を図りながら、持続可能な美しい

まちづくりに向け取り組んでまいります。また、ごみ処理基本計画及び地球温暖化対策

実行計画に基づき、ごみ減量化やＣＯ２の削減など町民と一体となった取り組みを進め

てまいります。 

  白鷹町エネルギー計画に基づく再生可能エネルギー活用の取り組みにつきましては、

住民生活に根差した普及推進を図るため、個人住宅の太陽光発電設備の設置に対する助

成や、地域の森林資源を活用を目指しペレットストーブ及び薪ストーブの購入に対する

助成を継続実施してまいります。 

  町民が主役の地域づくりをより一層実践するため、地域づくりの拠点となるコミュニ

ティセンターを中心に、地域の課題やその解決方法などについて議論を重ねていただい

ており、新たな取り組みも出てきていると認識しております。今後も引き続き活発な地

域づくりの拠点としての活動が行われるよう、既に配置した地域おこし協力隊の増員を

含め支援してまいります。 

  道路交通網の整備につきましては、県事業でもあります主要地方道長井白鷹線新荒砥

橋架替工事の早期完成を目指し、推進してまいります。 

  土砂災害対策では、県事業であります大林寺、高岡地区の急傾斜地崩壊対策事業及び

平成25年、26年７月豪雨により法面崩壊が発生しました箕和田及び関寺地区の復旧を図

るため、急傾斜砂防自然災害防止事業に取り組んでまいります。 

  町道整備については、引き続き谷町八ヶ森線の歩道整備を図ってまいります。また、

町道の維持関係では、除雪経費を見込むとともに、道路の維持補修を実施し、交通の安

全確保を図ってまいります。 

  橋梁安全対策事業では、白鷹町橋梁長寿命化修繕計画に基づき、老朽化の激しい町道

橋の計画的な補修工事を実施してまいります。 

  地籍調査事業では、萩野地区の区長登記の調査継続と萩野字高森山ほかの地籍調査を

実施してまいります。 

  住宅施策として、引き続き木造住宅の耐震化や住宅のリフォームに対して支援を行う

とともに、町内への定住促進を支援するため「すまいる！四季の郷」定住促進プロジェ

クト及びすまいる住まい！若者定住サポート事業を実施してまいります。 

  下水道事業では、施設の適切な維持管理及び水洗化率の向上を図るとともに、管路施

設長寿命化計画に基づき、マンホール蓋の更新工事を実施してまいります。また、荒砥

橋かけかえに伴う鮎貝中継ポンプ場及び周辺管渠の移設工事を進めてまいります。 
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  農業集落排水事業では、施設の適切な維持管理に努めるほか、町全域の生活排水処理

率の向上を図るため、町設置管理型合併処理浄化槽設置事業を推進してまいります。 

  水道事業は、安心でおいしい水を安定的にお届けするため、施設の管理、運営に万全

を期してまいります。また、老朽化した設備の更新を計画的に実施するとともに、引き

続き経費の節減に努め、財務内容を改善し、経営基盤の強化を図ってまいります。 

  地域公共交通につきましては、デマンド型乗合タクシーと住民混乗型スクールバスを

継続運行するほか、鉄道事業再構築事業の認定により、上下分離方式を導入した山形鉄

道株式会社の経営改善に向けた支援を、県及び沿線２市２町が連携して取り組んでまい

ります。高齢化の進行等により今後ますます公共交通機関の役割が大きくなることが想

定される中、デマンド型乗合タクシーにおいては、運転免許自主返納者の料金割引を実

施するとともに、土曜運行の実証実験に取り組んでまいります。 

  さらに、生活しやすい地域づくりとして、高齢者等の買い物環境の充実を図るために、

新たに買い物環境充実支援実証実験事業にも取り組んでまいります。 

  地方創生の実現には、人口減少、経済規模縮小に歯どめをかけるため、地方への新し

い人の流れをつくることが求められております。本町への人の流れをつくるために、積

極的な情報発信やＰＲ・宣伝活動、移住交流相談窓口の設置など、ふるさと移住応援プ

ログラムを実施してまいります。 

  高齢者福祉につきましては、単身世帯や高齢者世帯がふえる中で、高齢者が気軽に集

える居場所づくりを推進し、住みなれた地域で元気で安心して暮らせるよう体制づくり

に努めてまいります。また、平成30年度から始まる第８次高齢者保健福祉計画・第７期

介護保険事業計画を策定してまいります。 

  介護保険事業につきましては、高齢者が介護が必要になっても住みなれた地域で安心

して暮らし続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを

切れ目なく一体的に提供する地域包括ケアシステムの推進や、認知症に対する支援、元

気な高齢者の社会参加の促進、介護予防及び介護が必要な方へのサービスの提供に取り

組んでまいります。また、今年度新たに介護予防・日常生活支援総合事業が開始され、

より多くの高齢者が自分の体力に合った介護予防に定期的に取り組み、健康寿命が延伸

できるよう事業を実施してまいります。 

  障がい者福祉につきましては、第２次障がい者プランに基づき、障がいのある人の生

活支援やその人の能力を十分に発揮できる環境整備を推進し、障がいのある人もない人

も共に生きる社会の実現に向け取り組んでまいります。 

  健康づくり事業につきましては、第２次健康増進計画に基づき、生活習慣病予防と重

症化予防による健康寿命の延伸に取り組んでまいります。 

  各種検診につきましては、受診費用の一部公費負担を行うとともに、未受診者に対し

ての電話や訪問による勧奨を行い、受診率の向上に努めてまいります。 
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  また、引き続き、「子どもの健康づくり健診」や「しらたか健紅マイレージ事業」の

実施により、町民の健康づくりの意識向上を図ってまいります。 

  母子保健事業につきましては、少子化対策として妊娠出産を望んで治療を受けている

夫婦の経済的負担軽減のため「特定不妊治療費助成」を拡充し、妊娠から出産、子育て

まで安心して子供を産み育てることができるよう総合的な子育て支援に努めてまいりま

す。 

  本町医療の基幹である病院事業につきましては、外来・入院・在宅診療等の継続した

事業はもとより、経年劣化した建物、機械を計画的に整備するとともに、「地域住民か

ら信頼される病院」の基本理念のもと、山形大学医学部付属病院や公立置賜総合病院等

との医療連携、町内医療機関との協力体制を図り、医師の確保に努め、地域医療の中核

を担ってまいります。 

  自治体病院を取り巻く環境は全国的に厳しい状況にありますが、「新白鷹町立病院改

革プラン」に基づき、良質で安全な医療を継続的に提供できるよう、持続可能な病院運

営を目指し、経営の健全化に努めてまいります。 

  近年頻発する地震や豪雨災害、豪雪などから生命や財産を守るため、地域防災力の向

上や防災基盤の整備など、災害に強いまちづくりを推進し、安全・安心なまちづくりに

取り組んでまいります。 

  地域防災力の向上においては、引き続き自主防災組織の防災訓練等の防災活動へ支援

を行うとともに、町総合防災訓練や防災研修会等の開催により、地域における防災意識

の向上に努めてまいります。 

  また、最上川の洪水浸水想定区域が見直されたことに伴い、ハザードマップを更新す

るとともに、町民の皆様への周知を図ってまいります。 

  防災基盤の整備においては、防災センター機能を有する「まちづくり複合施設」の整

備にあわせ、防災倉庫の整備を行ってまいります。また、平成４年に導入した小型ポン

プ積載軽自動車３台を更新するとともに、有蓋貯水槽や消火栓など消防施設の整備を行

い、地域の防災基盤強化を図ってまいります。 

  交通安全対策につきましては、道路標識等、交通安全施設の整備を図るとともに、各

種団体と連携し交通安全教室の開催や街頭啓発活動の実施など、事故防止に向けた取り

組みを行ってまいります。 

  防犯活動につきましては、「犯罪のない安全で安心して暮らせるまち」を目指し、白

鷹町防犯協会と各地区コミュニティセンター等が連携しながら防犯パトロール活動を展

開し、関係機関合同での通学路点検や防犯灯の適切な設置など、安全で安心なまちづく

りを進めてまいります。 
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  空き家対策につきましては、平成28年度に設立しました空き家等対策協議会において

引き続き空き家対策について検討を進めるほか、地域の生活環境の保全や防犯・防災の

観点から空き家の解消に向けた取り組みを支援してまいります。 

  活用できる空き家対策としては、空き家バンクを通じて契約された方に対する引っ越

し費用等の一部助成やリフォーム費用の一部助成を行ってまいります。 

  また、危険空き家対策としては、所有者などがみずから行う危険空き家の解体に対し、

解体費用の一部を助成する「空き家等解体補助事業」に取り組んでまいります。このほ

か、空き家の適正管理を行う空き家管理サービスにつきましては、民間事業者に主体的

に取り組んでいただくことにしております。 

  行財政改革につきましては、第５次行財政改革大綱に基づき、地域・民間・行政の連

携を念頭に行動計画を着実に進めるとともに、まちづくりの主要施策を効率的・効果的

に実現するための組織づくり、人づくりに継続して取り組んでまいります。また、公共

施設等の計画的な維持管理等につきましては、公共施設等総合管理計画に基づき、長期

的な視点から効果的な取り組みを進めてまいります。 

  以上、平成29年度の施政方針を申し上げましたが、本町のさらなる発展と住民福祉の

向上に向け、全力を傾注してまいる所存でありますので、町民の皆様並びに議員各位に

は、より一層のご指導、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  以上であります。 

○議長（遠藤幸一） 施政方針の説明が終わりました。 

  ここで暫時休憩をいたします。再開を11時15分といたします。 

              休 憩  （午前１０時５８分） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午前１１時１５分） 

○議長（遠藤幸一） 休憩前に復し、再開いたします。 

  続いて、所管ごとに予算の説明を求めます。 

  初めに、一般会計予算、十王財産区特別会計予算について、総務課長、松野芳郎君。 

○総務課長（松野芳郎） 〔平成29年度白鷹町一般会計予算書を朗読して説明した〕 

  〔平成29年度白鷹町十王財産区特別会計予算書を朗読して説明した〕 

○議長（遠藤幸一） 次に、下水道特別会計予算、農業集落排水特別会計予算及び水道事

業会計予算について、建設水道課長、今野秀一君。 

○建設水道課長（今野秀一） 〔平成29年度白鷹町下水道特別会計予算書を朗読して説明

した〕 

  〔平成29年度白鷹町農業集落排水特別会計予算書を朗読して説明した〕 

  〔平成29年度白鷹町水道事業会計予算書を朗読して説明した〕 
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○議長（遠藤幸一） 次に、国民健康保険特別会計予算及び後期高齢者医療特別会計予算

について、町民課長、中村裕之君。 

○町民課長（中村裕之） 〔平成29年度白鷹町国民健康保険特別会計予算書を朗読して説

明した〕 

  〔平成29年度白鷹町後期高齢者医療特別会計予算書を朗読して説明した〕 

○議長（遠藤幸一） 次に、介護保険特別会計予算について、健康福祉課長、齋藤春美さ

ん。 

○健康福祉課長（齋藤春美） 〔平成29年度白鷹町介護保険特別会計予算書を朗読して説

明した〕 

○議長（遠藤幸一） 次に、病院事業会計予算及び訪問看護ステーション事業会計予算に

ついて、病院事務局長、渡部町子さん。 

○病院事務局長（渡部町子） 〔平成29年度白鷹町立病院事業会計予算書を朗読して説明

した〕 

  〔平成29年度白鷹町訪問看護ステーション事業会計予算書を朗読して説明した〕 

○議長（遠藤幸一） 以上で各会計予算の説明が終わりました。 

  ここで昼食のため暫時休憩をいたします。再開を午後１時10分といたします。 

              休 憩  （午前１１時５２分） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午後 １時１０分） 

○議長（遠藤幸一） 休憩前に復し、再開いたします。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議長（遠藤幸一） 休憩前に復し、再開いたします。 

  平成29年度施政方針並びに各会計予算10件を一括して総括質疑を行います。なお、質

疑は登壇して行ってください。14番、今野正明君。 

              〔14番 今野正明 登壇〕 

○14番（今野正明） 総括質疑を行います。 

  平成29年度一般会計は、対前年度比17.4％増の「まちづくり複合施設整備事業」等の

主要施策を含む89億8,900万円。国の28年度補正の繰り越しを含めた実質予算は90億円

を超えるビッグ予算となっております。 

  この予算編成に際しては、持続可能で健全な財政運営を念頭に、行財政改革を緩める

ことなく「共創のまちづくり」の理念のもと、まちづくりの将来像に向けて町民と行政

がさらに一体となり、次代につなぐまちづくりを推進していく観点から編成したとして

おります。 
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  そして、施策の概要では、第５次総合計画の後期計画に掲げる「人材育成」をベース

に、「子育て・教育」「雇用・産業」「地域」「防災」の４つの柱を重点として、各種

計画と連動しながら推し進めていくこととしております。 

  概要の詳細を見ますと、これら全体に配慮した予算編成となっておることにまずは安

堵感を覚えますが、まずは、これらの施策の執行の暁には、どのようなまちの将来像を

描いておられるのか伺います。 

  また、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の着実な実施によって地方創生を深化さ

せ、「共創のまちづくり」のさらなる推進を図るとしています。 

  叫ばれている地方創生は、人口減少、東京一極集中の是正を背景としております。重

点施策の「雇用・産業」がしっかりしていなければなりません。 

  今回の予算編成に際しては、民間の雇用のみならず、地域おこし協力隊や図書館司書

の増員など公の雇用も下支えする形となっていますので、賛意を表しますが、施策の

「見える化」の観点から、本予算トータルではどれほどの雇用を見込んでいるのか、数

値目標をお知らせ願います。 

  さらに、人口減少は病院の患者数、フラワー長井線の利用客数、荒砥高校の生徒数

等々さまざまな分野に影響を及ぼしています。町立病院、長井線、荒砥高校は、本町の

経済、教育、福祉、医療、ひいては暮らし全般にわたって町存続の生命線と捉えます。 

  これらにも配慮ある予算となっていますが、ただ行政のみの施策では限界があります。

共創のまちづくりの観点からも、町民皆で共通認識を持って守り存続する協力体制も必

要ではないでしょうか。 

  地方創生の「日本の紅（あか）をつくる町」の事業展開についても、事業の「見える

化」の観点から、また共創のまちづくりの観点からも、町民へのわかりやすい情報提供

とともに、協力体制を構築しながら、オール白鷹の素材、人材を生かした「白鷹創生」

にしていきたいものです。 

  重点施策の「地域」「防災」については、くしくも東日本大震災や昨今の種々の災害

等によって、地域の自主防災やコミュニティーの重要性・大切さを学ばされたように思

います。小さなコミュニティーながらも、安全・安心、そして活力と生活弱者にも温か

みのあるコミュニティーを構築していきたいものです。 

  共創のまちづくりのもと、町民と行政のさらなる一体となって進めるまちづくりの町

長のお考えをお伺いいたします。 

  以上です。 

○議長（遠藤幸一） 町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 今野議員の総括質疑にお答えをさせていただきます。 
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  平成29年度の予算編成に当たりましては、第５次総合計画の後期計画に掲げておりま

す、人材育成をベースとして、「子育て・教育」「雇用・産業」「地域」「防災」の４

つの柱を重点として、各種計画と連動しながら施策展開を図るための予算として編成し

たものであります。 

  平成29年度予算につきましては、まちづくり複合施設の工事に着手させていただくこ

とから、一般会計の当初予算としては約90億円となる規模の予算編成となりましたが、

総合計画後期計画に基づき、施策の４つの柱の具現化を図るため、各分野にわたって取

り組む予算として編成したものであります。 

  総合計画後期計画の重点としている４つの柱に係る主な施策につきましては、施政方

針で申し上げたとおりでございますが、それぞれの施策を住民の皆さんとともに「共

創」により着実に取り組んでいくことにより、第５次総合計画に掲げております「住ん

でいる人が愛せるまちづくり」「安全で安心なまちづくり」「改革と自立のまちづく

り」の展開が図られ、将来像としております「笑顔かがやき 心かよう 美しいまち」

がつくられていくものと考えているところでもあります。 

  その実現に向けて、今後も取り組んでまいりたいと考えているところでもあります。 

  次に、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取り組みにつきましてお答えをさせて

いただきます。 

  地方創生は、議員のご質問にもありましたが、人口減少、東京一極集中の是正を図る

ため、平成27年度に計画を策定し、平成52年度の町の人口を１万500人確保することを

掲げ施策展開を図っているところでもあります。 

  人口を減らさない取り組みとしては、子育て支援や移住の推進とともに、産業の振興

を図り、雇用の場を確保することが大切であると認識をしているところでもあります。 

  そのため、議員のご質問にもありましたが、平成29年度予算の中では、地域おこし協

力隊や図書館司書の増員、白鷹町農業再生協議会で新たに専門員を配置するなど、直接

的雇用による雇用の場の確保を図るための予算を計上させていただいたところでもあり

ます。 

  直接的雇用の数字としては、地域おこし協力隊の応募の状況などの不確定な部分もご

ざいますが、予算上では７人から８人程度の増加が図れるものではないのかなというふ

うに考えているところであります。 

  さらには、企業立地促進事業や新規就農者育成支援事業などによる企業活動や就農に

よる雇用の場の確保、老人福祉施設の整備を支援することによる雇用の拡大につながる

事業など、さまざまな形での雇用の場の確保につながっていくものと考えているところ

でもあります。 

  それらにつきましては、将来の雇用を含めますと相当の数になるとは思われますが、

企業の取り組み状況にもよりますので人数が幾らということは申し上げられませんが、
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いずれにしても産業の振興、雇用の場の確保を柱の１つとして取り組んでまいりたいと

考えているところもあります。 

  町民の皆様との共通認識を持った取り組みについてお答えをさせていただきます。 

  第５次総合計画のまちづくりの理念として「共創のまちづくり」を掲げて取り組んで

きたところでもあります。 

  人口減少が進む中で、さまざまな分野に影響が出てきたことは議員ご指摘のとおりで

あり、フラワー長井線や荒砥高校の存続、町立病院の安定経営は、まちづくりの根幹に

かかわるものと認識をしているところでもあります。そのため、それらを維持存続させ

るために、さまざまな支援をさせていただいてきたところでございます。 

  そして、行政による支援だけではなく、「共創のまちづくり」を踏まえまして、町民

の皆様にもさまざまな形でご参画をいただき、取り組みを行ってきたものと考えている

ところでもあります。 

  今後におきましても、いろいろな機会を捉えて町立病院、フラワー長井線、荒砥高校

に関することのみならず、まちづくりにかかわる情報提供をさせていただき、町民の皆

様に参画をいただきながらまちづくりに取り組んでまいりたいと考えているものでもあ

ります。 

  次に、これからの「日本の紅（あか）をつくる町」の取り組みについてお答えをさせ

ていただきます。 

  「日本の紅（あか）をつくる町」の事業につきましては、平成27年度から紅花生産日

本一を誇る町として、また、紅（あか）に由来する特産品「シラタカレッド」を中心に、

生産力の向上と町内外への情報発信に取り組んできたところでもあります。 

  取り組みの中では、蚕桑小学校の３年生が飼育した蚕から取った糸を天蚕の会の皆様

に紡いでいただき、白鷹産の紅花で染め上げ、白鷹に伝わる板染め技法を用いた絹糸で

織り上げた紅花先染め振り袖「万葉からの誘（いざない）」は、オール白鷹でつくり上

げた本事業を代表する作品でもあります。 

  「日本の紅（あか）をつくる町」の皆さんの思いと紅花関連商品群を、県内では２番

目となる「ふるさと名物応援宣言」という形で宣言をさせていただいたとこでございま

す。 

  また、広く「シラタカレッド」の情報発信を図るため、オリジナルソング「おどる！

シラタカレッド」と曲に合わせたダンスを制作したところ、町内の園児や高齢者にも大

変好評で、さまざまな機会に踊っていただきながら、「日本の紅（あか）をつくる町」

「シラタカレッド」のＰＲが図られていると捉えているところでもあります。 

  この「日本の紅（あか）をつくる町」の取り組みは、平成28年度まで国の財政支援を

受けての事業だったわけですが、平成29年度は生産面での支援、または観光でのＰＲな

ど、引き続き取り組んでまいるところでもあります。その中でも町民の皆様方のご理解
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とご支援は必要不可欠であり、引き続き町報やホームページ、フェイスブックなどさま

ざまなツールを通してお知らせいたしますとともに、「日本の紅（あか）をつくる町」

として全国へ白鷹の魅力を発信してまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いを

申し上げる次第であります。 

  次に、安心・安全、そして活力と生活弱者にも温かみのあるコミュニティーの構築に

ついてお答えをさせていただきます。 

  ことしで東日本大震災から６年を迎えようとしております。東日本大震災は、私たち

に多くの教訓をもたらしていたただいたところでございます。その１つとして、災害な

どにおいて大切なことは、地域住民がともに支え合いながら対応することだと考えてお

ります。そのためには、地域コミュニティーの維持は大切な要素であると認識をしてお

ります。 

  そのために、地区公民館を地域コミュニティセンターに移行し、地域の課題を地域で

解決する活動が行いやすい体制とさせていただいたところでございます。29年度におき

ましても、各地域のコミュニティセンターを中心に、地域活動を取り組むことができま

すように予算措置をさせていただいたところでございます。 

  さらに、地域活動におきましては、ほかからおいでになった方が地域のよさを確認し

地域活動に取り組むことも大切ではないのかなと考えており、先ほども申し上げました

が、地域おこし協力隊の隊員につきましても増員し、地域づくり、地域コミュニティー

づくりに取り組んでいただきたいと期待をしているところでございます。 

  また、第５次総合計画後期計画の策定において、町内の方々からアンケート調査を行

った結果として、７割以上の方が「これからも白鷹で暮らしたい」とお答えになってお

ります。しかし、人口減少に伴う経済規模の縮小に伴い、地域の商店が閉店していく中、

高齢者などの買い物環境などが厳しい状況となってきている地域も見受けられるように

なったところでございます。 

  このため、高齢者の交通の足の確保を図るデマンド型タクシーの継続運行とともに、

生活しやすい地域づくりとして、高齢者の見守りを兼ねた御用聞き宅配サービスや移動

販売支援事業など、実験事業として取り組んでまいりたいと考えております。 

  このようなさまざまな形で、地域住民の参画やご協力をいただきながら、「共創のま

ちづくり」の理念のもと、まちづくりに取り組んでまいりたいと考えているところでも

あります。 

  以上、今野議員の総括質疑の答弁とさせていただきます。 

○議長（遠藤幸一） 今野正明君。 

○14番（今野正明） ありがとうございました。 
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  まずは、人材育成をベースにしました第５次総合計画これらの積み上げのとき、ある

いは「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の積み上げのときから、準備ができている形

で積み上がった今回の予算なのかなと見ております。 

  そういった意味では、それぞれの計画等々連携したりバランスをとった、言うなれば

緻密に積み上げたとでも申しましょうか、全てに配慮のされている予算かなと感じまし

た。そういった意味でも、かかわった職員の皆さんにも心から敬意を表したいと思いま

す。 

  その上で、まずは雇用の件でございますけれども、その数ということを申し上げまし

た。予算編成に当たっては、いわゆる数値目標というものが大きな意味を持っているの

ではないかなと常々考えております。私もこの予算で雇用に関して拾い上げてみました

けれども、かなりの数になっております。ただし確定的なもの、それからこのようにな

ってほしいという希望的なものもあろうかと思います。そういったものはここで公表で

きなくとも、どうか当局でその目標値を持っておいていただいて、それらに向かって努

力、執行していくという形が行政の姿ではないかなと思いますので、引き続きそのとこ

ろをよろしくお願いしたいと思います。いわゆるＰＤＣＡのサイクルの確認のためにも、

目標値というものは大事ではないかなと考えますので、よろしくお願いいたします。 

  それから、４つの柱につきましては、それぞれ配慮した予算となっていますけれども、

特に「子育て・教育」については、もう県下の中でもトップランナーと言っていいほど

の充実した内容になっているのではないかなと感心をしております。そのあとの「雇

用・産業」につきましても、今町長からさまざまな回答をいただきました。 

  私が、今回の施政方針を見させていただきまして本当に心地よく思ったのは、町民と

行政がさらに一体となってまちづくりを推進していくという、私から見れば熱い思いで

もあるのかなという感じに受けとらせていただきました。この予算を、あるいは施策を

執行していくに当たっては、究極のところ、町長の申される「共創のまちづくり」とい

った理念のもとで町民と一体となって進めていく、機会あるごとに町民の皆さんに説明

責任を果たしながら進めていくということが肝要ではないかなと思ったところでござい

ます。ひいては、これらの施策を実行するに当たって人口減少等地方創生に確実に結び

ついていくのではないかなと感じたところでした。 

  具体的には、「日本の紅（あか）をつくる町」のこと、それから、安全・安心のコミ

ュニティーのこと、ご回答いただきました。私も、地域コミュニティーにつきましては、

さらにさらに充実させていくべきなのかなと思っております。地域づくりの拠点として

というお話ございましたけれども、自主的に地域づくり、地域の活性化に取り組んでい

る団体等が、少しずつですけれども見えてきているのかなと思ったところです。これら

それぞれに、町長のおっしゃるところの「共創のまちづくり」の理念のもと町民と一体

となってまちづくりを進めてもらいたいなと思ったところです。 
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  私からはそのようなことを申し上げまして、ご回答があれば町長の思いをお聞かせ願

って、終わりたいと思います。 

○議長（遠藤幸一） 町長、佐藤誠七君。 

○町長（佐藤誠七） 大変ありがたい、力強いお言葉をたくさんいただきまして、心より

感謝申し上げたいと思います。と同時に、その重さを改めて痛感をさせていただいてい

るところでもあります。 

  その中で、我々はこの白鷹町の元気なまちづくりを進めていくためには、やはり雇用

というもの、これはどうしても裏づけとして力強いものを我々としてつくっていく必要

があるのではないのかなと思っているところでございます。 

  特に、私どもは福祉というような立場からいきますと、これからこの町内におきまし

て既にオープンをしている施設もありますし、そこでは10名弱の雇用が発生すると。そ

れから、これから取り組んでまいりたい、私どもがこの町内で福祉施設の改めて改築を

するというところがあるわけでございまして、この件についてもやはり20名近い雇用が

そこで発生するのではないのかなと思っているところでございます。 

  逆に人材が確保できるかどうか、これが我々に課せられた大きな課題であろうと思い

ますので、改めてその辺につきましては、事業主体と我々が一緒になっていろいろ検討

させていただきながら、方向性を見出していきたいと思っているとこでございます。 

  そして、「子育て・教育」ということにつきましては、県内どこの自治体もやはり教

育ということでありまして、特にトップランナーと私は思っておりますが、東根市がも

う既に、「教育が継続する限り町の発展はずっとつながっていくのだ」というような話

をさせていただいているとこでございます。 

  私も全くそのとおりだと思います。絶対に我々はこれだけは守っていかなければなら

ないというようなことは、私はやはり荒砥高校の存続ということは絶対に守っていく必

要があるということであります。これは人口が急激に減るということなどもありますの

で、言ったことが全て実現するということでありませんけれども、最後まであきらめず

頑張っていく必要があると認識をしているとこでございます。 

  それから、まちづくりにつきまして、地域の皆様と一体となってということでありま

すが、１つ事例を挙げさせていただきますと、来年度から行います東根の保育園でござ

います。これについては来年は公設民営という形でやらせていただきますけども、30年

度からは完全民営化という方向に持っていきたいと。 

  実は、東根地区の保育園にはいろいろな形での取り組み、歴史がございます。やはり

我々の保育園であるという地域の思いが一番強いものがあると私は認識をしておりまし

た。その中で何度も何度も保護者の方あるいは地域の代表者の方々とお話し合いをさせ

ていただき、そして、その結果として保護者の方たちのご理解、ご協力をいただきなが

ら、地域の皆さん方のさらにご理解を賜って方向づけをさせていただいたと。この件に
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ついては、やはり地域の皆様と話し合いを重ねることによって一体となり、「よし頑張

ろう」と次のステージに向かっていただいたものだなと認識をしているとこであります。 

  さらには、コミュニティセンターでございます。29年度で３年目を迎えるということ

であります。３年で、コミュニティセンター長の方々も３年間お務めいただくという形

になります。恐らく地域の課題というようなものがそろそろ捉えられてきたものと思い

ます。 

  そういう中で、今後の方向性ということになりますけれども、やはり自分たちがコミ

ュニティセンターで自由に、あるいは地域づくりに使えるような交付金制度の創設とい

うものも、私は必要になってくるのではないのかなと思っているとこでございます。た

だこの件につきましては、改めて議会の中でも議論をしていただきながら、こういう考

え方で取り組んでいく地域の自主性というようなものをどうやって醸成していくかとい

うものになってくるのではないのかなと思っているとこでございまして、これにつきま

しては29年度の検証を行いながらやっていく必要があるだろうと考えているところでも

あります。 

  このようなことをしながら、今後のまちづくり、地域づくりに取り組んでまいりたい

と思っておりますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 13番、関 千鶴子さん。 

              〔13番 関 千鶴子 登壇〕 

○13番（関 千鶴子） 施政方針に関しまして、次の３つの点に関してご質問したいと思

います。 

  １つは、施政方針の10ページにあります観光交流について、２つ目は、16ページにあ

りました空き家対策について、同じく17ページにありました公共施設等の計画的な維持

管理について、３点についてこれからの方向性に対する町長の所見をお聞きしたいと思

います。 

  観光交流につきましては、２月の臨時会のときに、今までは平成22年に整備されまし

た産業センターにおきまして、農工商観連携のもとに相乗効果が生まれるというような

中で、事務局長も兼任という中で実施されてきたということがあったわけですけれども、

昨今、課題が出てまいりまして、商工会の事務所が併設になっているという中で、展示

するディスプレイ等の充実が図られなかったり、物産振興やインフォーメーション機能

の充実を図っていく必要があるということで、平成29年から観光協会の事務所が荒砥駅

前交流施設・資料館に移転するというような状況にあるわけです。 

  そういう状況の中で、観光協会の観光インフォーメーション機能の充実ですとか、観

光協会自体の体制の強化について、町長はどのような思いでいらっしゃるのかお聞きし

たいと思います。 
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  ２点目の空き家対策につきましては、白鷹町空き家等対策計画（案）について、町民

の皆様方にパブリックコメントをお出しする前に、議員計画（案）が配付になりました。

それを拝見した中で何点か気づいたことがございました。 

  １つは、私も平成24年12月に初めて空き家対策の質問をさせていただきましたけれど

も、そのときはまだ「特定空き家」という言葉もない状況でしたけれども、本当に危険

だなと思われる空き家がございました。そういう空き家の中で、なかなか所有者を特定

していくのが難しい空き家があるのではないかなというようなことをその当時から思っ

ておりました。まず、具体的に所有者の判明しない空き家はあるかどうか、把握してお

られるのか、これは１つお聞きした中で、これからのあり方をお聞きしたいなと思いま

す。 

  それから、空き家を壊しますと、住宅が建つ土地への固定資産税優遇の対象から外れ

て税額が高くなるというようなこともあるやに思っております。そうしますと、なかな

か空き家を壊さないという実情も考えられるのではないかなと想定したときの、これか

ら町としてはそういうことに対してどのように対応を図られていくのかなというような

ことをお聞きしたいと思います。 

  それから、公共施設等の計画的な維持管理についてでありますけれども、先だって、

白鷹町公共施設等総合管理計画をご説明いただいたわけですけれども、私は、これから

の行政運営、財政運営につきまして本当に必要な計画だなと思ったところでございます。

そして、本当に文化部門とか各分野にわたる細かい財産を１つの計画をつくる中で把握

された計画だったなと感じさせていただきながら拝見したところでした。この計画をよ

り実効性のある計画にするためにどのようなことを考えておられるのか、お聞きしたい

と思います。 

○議長（遠藤幸一） 町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 関議員の総括質疑にお答えをさせていただきます。 

  白鷹町の観光につきましては、平成26年度に策定をさせていただきました白鷹町観光

交流推進計画に基づき、「日本の紅（あか）をつくる町」「まるごと白鷹」を重点プロ

ジェクトとして位置づけ、取り組んできているところでもあります。 

  観光協会におきましては、四季の素材を生かした「観光４シーズン化」を中心に、観

光にかかわる事業の実施の業務を担っていただき、各イベントの実施などにより県内外

から多くの観光客にご来場いただいているところでもあります。 

  しかし、近年、観光を取り巻く環境は大きく変化しております。インバウンドの受け

入れや地方創生などの動きに迅速に対応できる、一体的な観光分野における体制強化が

もとられているところでございます。 
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  現在、観光協会の職員体制につきましては、商工会との兼務の事務局長１名、そして

嘱託職員２名、さらには地域おこし協力隊１名に情報発信を行っていただいているとこ

ろでもあります。 

  また、事務室については、産業の総合化を図る観点から産業センターに構えておりま

すけれども、現時点までのいろいろな検証をさせていただいたところ、やはり来町され

る観光客の皆さんにとって位置がわかりづらいということや、特産品の展示販売や観光

インフォーメーション機能が十分に発揮していないという課題もできたところでござい

ました。 

  また、観光協会の職員が嘱託職員２名ということでございまして、大変身分が不安定

であるということなどもあります。この辺については、今後において十分検討させてい

ただきながら方向性を見出していく必要があるだろうと考えているとこでございます。 

  そのようなことを総合的に踏まえまして、平成29年度から事務室を荒砥駅前交流施設

に移設をさせていただき、観光情報の提供や物産の展示など、観光協会単独事務所によ

るワンストップインフォーメーション機能の充実を図るとともに、体制につきましても

受託事業や自主事業の充実を図るため、関係団体との人事交流等により強化を図ってま

いりたいと考えているとこでございます。 

  この辺につきましては、この議会で当初予算を決定いただけるならば、直ちにその方

向に向かって取り組んでまいりたいと考えているところでもあります。 

  次に、本町の空き家でございますが、現状につきましては、平成28年度、町内全域を

対象に自主防災会の皆様のご協力により空き家の実態調査を実施いたしまして、452件

の空き家の存在を明らかにしていただいたところでございます。前回調査の平成25年度

からは80件増加しており、町民の皆様への生活環境へ与える影響を考えますと、対策が

喫緊の課題となっているところでございます。 

  その中で危険性の高い空き家から順に権利者の調査を進めておりますが、全ての相続

人が相続放棄の手続を取ったために「相続人不存在」の状態になっている事例は、現在

２件把握をさせていただているところでもあります。 

  次に、固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例についてでありますが、住宅用

地はその面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されてお

り、税額が軽減されるということになっております。 

  住宅がある土地について、課税標準額が小規模住宅用地として200平米、約60坪でご

ざいますが、これが６分の１、一般住宅用地として200平米を超え、建築の床面積の10

倍までが３分の１に軽減されるものであります。 

  住宅用地特例の適用が外れますと、土地の税額は特例適用前に比べふえることになり

ます。議員ご指摘のとおりでございます。家屋分の税額が課税されなくなりますので、

その分特例前に比べますと住宅の分は減るということになるわけでございます。 
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  土地・家屋合計の税額の増減については、個々の評価により異なってまいりますので、

家屋を取り壊したことにより固定資産税が全てふえるということには一概に言えないと

いうことであります。大変いろいろあると思いますけれども、担当までお問い合わせを

いただき確認をしてお願いを申し上げたいと。先ほど施政方針で申し上げましたけれど

も、取り壊すときの支援などもさせていただくと考えておりますので、よろしくご理解

を賜りたいと思います。現在、そのような状況の動きで取り組ませていただいていると

ころであります。 

  次に、公共施設を取り巻く今後の状況といたしましては、人口減少による住民税等の

自主財源の減少や、利用者の減少が見込まれるところでもあります。厳しい財政状況の

中で、町民皆様の利用需要を満たしながら、将来的な財政負担を減少、分散させる計画

的な維持管理方法の検討や配置計画を行う必要があります。 

  現在策定を進めております公共施設等総合管理計画は、本町が所有する公共施設等の

現状と課題を整理し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行っていくための基本的

な考え方をまとめたものでもあります。 

  この計画におきましては、「施設総量の縮減」「施設の複合・多機能化」「長寿命化

の推進」「民間活力の導入」「広域連携の推進」の５つを今後の取り組みの基本方針と

して定め、今後、この基本方針をもとに個別計画を策定し、将来的な財政負担を減少、

分散させる計画的な維持管理に向けた取り組みを進めることとしているところでもあり

ます。 

  今後におきましては、各所管ごとに管理されている公共施設等の情報について全庁的

に共有し、総合的かつ計画的に管理するため、現在整備を進めております固定資産台帳

を活用し、これらの施設情報等の可視化に取り組むとともに、長期的な視点に立った維

持管理の推進により、財政負担の軽減と平準化を目指してまいりたいと考えているとこ

ろでもあります。 

  以上、関議員の総括質疑の答弁とさせていただきます。 

○議長（遠藤幸一） 関 千鶴子さん。 

○13番（関 千鶴子） ありがとうございました。 

  観光交流に関しましてですが、これから予算審議、予算議決がという状況があると思

います。聞き漏らしたのかどうかですが、今まで事務局長が兼任というようなことで来

たわけですけれども、そのことに関してはどういう方向性で考えておられるのか、お聞

きしておきたいと思います。 

  次に、空き家対策なのですが、やはりなかなか所有者がわからない空き家があったの

かなということ、２件あったことのようでございます。多分こういう空き家が、これか

ら大変な労力、時間がかかって対応していかないといけないのかなとも思っております。

ですが、粘り強く対応していただくことを強く望みたいと思います。 
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  あと、税金のことなのですが、本当にこれは個々、ケースバイケースなのだろうなと

私も思っております。そういう中で、やはり固定資産税の税額の中に、空き家対策につ

いてのパンフレットといったらいいのでしょうか、一緒に入ってきているなということ

を、私も何年か前から気づいておりました。それは非常に大事だと思うのですが、もう

少し本当に空き家対策に関心を持っていただけるような手立てなども必要なのかなと、

その空き家に対する問題意識の醸成をしていかないといけないのかなという思いの中で、

何らかの対応を要望したいなと思います。 

  それから、公共施設の維持管理なのですが、答弁の中にもありましたように、全庁的

な中で把握していただくというようなことのようでございました。そして、考え方、個

別計画をつくり全庁的な把握をするということなのかなと思ったところです。 

  それと同時に、やはり実効性を持つための財源手当というものが出てくるのかなと思

います。今まで公共施設整備基金というものを積んできたというような経過があると思

います。用途を広げたというようなこともありますけれども、なかなかしてもらいたく

ても修繕してもらえないというようなことが出てきた場合には、その基金を取り崩すと

いうことも考えていただけばいいのかなと思いますので、ご所見をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（遠藤幸一） 町長、佐藤誠七君。 

○町長（佐藤誠七） 観光交流につきましても、新しくこれから生まれ変わって、さらに

進展をしていただくための観光協会の体制はどうなるのかなというようなことの中での、

特に事務局長ということでありましたので、お答えをさせていただきます。 

  事務局長につきましては、実は、今商工会の事務局長が定年でおやめになられるとい

うこともお聞きしているところでございます。そのようなことから、改めて今度は場所

も違うわけでもございますので、その事務局長を我々が新しくさせていただくのか、あ

るいはこれからどなたかとの兼務にさせていただくのかというようなことについては、

まだ方向性はこれだというようなことは出していただいてないということでございます。 

  ただ、基本的には事務局長を置くべきだと思っているところでございます。と同時に、

先ほど申し上げましたように、嘱託職員ということで大変不安定な雇用形態になってお

りますので、この辺についてもやはり不安定さから安心して働いていただける、観光交

流に一生懸命取り組んでいただけるような体制はどうつくるべきなのかと、あるいはど

うつくったほうが安定してますよというようなことを我々としてつくれるのかを、頑張

ってまいりたいなと思っているところでございます。 

  ただ、やはり限られた財源の中での取り組みということになりますので、この辺につ

いてはこれからの大きな課題として取り組むというような考え方を持っているところで

ございます。 
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  また、空き家でございますけれども、今議員からご指摘ありましたように、まずは危

険な空き家については特定空き家というようなことでの、そこまで順序的にしていく必

要があるというようなことでございまして、その場合ですともう川西町で既にやってお

りますけれども、この収用事業の中で取り組ませていただくということになるわけです

が、私どもとしては、やはり地権者がおられるというときに、どこにおられるのかその

辺を確認をしながら、できるだけ我々も支援をさせていただくというようなことでおり

ますので、やっていただければありがたいのかなと思っているとこであります。 

  さらに、実は空き家について、空き家バンクに登録された方につきましては３件ほど

売買で成立しているということでございます。実は、私どもは空き家がどの状態になっ

ているかというよりも、都市生活をやっている方がやはり田舎暮らしをしてみたいとか、

そういう部分についてはもう本当に全国空き家についての情報は飛び交っているようで

ございます。私どものほうも実は不動産の業を営んでいる方々にお願いをし、この空き

家バンクに登録をしていただいた方の中のあっせんをしていただいているということで

ございまして、これからもその辺については力を入れてまいりたいなと思っているとこ

ろでございます。ただ、やはりその場合にも、どうしてもリフォームしなければならな

いということについての支援なども考えさせていただいているというところであります。 

  それから、公共施設でございますけれども、前にもお示しをさせていただきましたと

おり、やはり整備をする時期がほとんど同じ時期に集中するものですから、それをどう

やって分散をさせていただくということが、やはり長期的な展望に立ったときに財源体

を含めた町民の皆さんに対する我々の負担を減少するものではないかと。平準化をして

いくことによってそういう方向を持っていく必要があるだろうというようなことで、よ

うやっと先般お示しをさせていただいたとおりの全体の計画が出てまいりましたので、

今度は個別計画を持ちながら、個別計画であったけれども結果的にはここだけ集中する

ということのないように、できるだけ平準化を図るような形での取り組みをしてまいり

たいと思っているところでございます。 

  さらに、やはり基金につきましては、やはり町民の皆様方の大事な基金でありますの

で、その事業によっては当然基金を対応するということはあり得るものと考えていると

ころでございます。 

○議長（遠藤幸一） 関 千鶴子さん。 

○13番（関 千鶴子） 観光交流についての職員の皆さんの処遇がなかなか厳しいものが

あるというようなことに関しましては、やはり人があっての事業をするということなの

かなと思いますので、また、観光交流推進計画の中にも、平成28年に法人化というスケ

ジュールが示されていたようでございます。そこは、今町長が答弁なさったように検討

課題だというようなことがございますので、ぜひそこもあわせてご検討をいただきたい

なと思います。 
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  それから、空き家対策についてですが、やはり売買が成立なったということもありま

すので、その利活用についても広い、都市部なのでしょうけれども、空き家を子育ての

シェアハウスにするとか障がいを持った方のシェアハウスにするようなものも出てるや

に聞いてもございますので、当町に合った利活用も考えていただきたいなと思います。 

  本当に何回も申しますけれども、公共施設の維持管理につきましては、税収が少なく

なる、人口が少なくなるというような中で、しっかりとした計画を持っていかなければ

ならないのかなと私も思っておりますし、町民の方も恐らくそういうことに対する不安

を持っていらっしゃるのかなと思いますので、ぜひ町民の方にもその都度計画について

もお知らせいただければなと思います。 

  要望ですが、何かあれば答弁お願いいたします。 

○議長（遠藤幸一） 町長、佐藤誠七君。 

○町長（佐藤誠七） それでは、観光協会につきましては、議員ご指摘のとおり、交流計

画の中にはできるだけ法人化を急ぎたいというようなことを記載をさせていただいてい

るところでございます。やはりなかなかその法人化まで行かないというようなことにつ

きましては、やはりなかなか安定性のないということと、どうしても我々は観光という

分野については今まで歴史が浅いというようなこともあります。歴史が深いところはも

うそれで生計を立てている方がずっと続いてきているわけですが、残念ながら私どもの

ではつくってきた観光だということで非常に歴史的に浅いものがありまして、なかなか

認識をしていただくまでにも難しい問題が多々あったわけですが、ただやはりインバウ

ンドについては期待も多くできるというようなこともありますので、私どもとしてはや

はりこの法人化というものについてはできるだけ早く方向づけをしてまいりたいと思っ

ているとこでございます。 

  ただ、これが観光協会の会員の皆様にとって、逆に負担にならないような方向性をど

うやって我々は選択できるかというようなことは考えていかなければならないと思って

います。 

  それから、空き家の利活用ということで、今議員からご指摘あった内容については、

まだ私は場所などは一切わかりませんけれども、実はこぶし作業所さんでグループホー

ムの事業を展開させていただき大変喜ばれているようでございます。本当にやってよか

ったなと私自身も思いますし、やはりそういう形での地域のご理解をいただきながらそ

ういう方向に持っていけたならば、なおありがたいなと認識をしておりますので、この

辺についてはいろいろ情報をいただきながらやってまいるべきものと思っているところ

でございます。 

  それから、公共施設でございますが、やはり一番大切なことは人口減少というような

こと、人口減少があったから直ちに交付税が減るということではなく、いろいろな補正

対応が今国のほうでやっておられるようでございますけども、私どもとしては、この公
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共施設をいかに必要でないものは別な用途に使うというようなことを早急にやるべきだ

と、私は常にそう思っております。 

  そういう方向でやってきたものと、どうしても我々としてはこれから整備を進めてい

かなければならない水道とか下水道とか病院もあるわけです。そういう負担を今後どう

やって平準化をしながら整備を進めていくのかなと、完了をしていくのかなと思ってお

りますので、議員ご指摘のとおり、町民の皆さんの負担にならないような方向づけをし

てまいりたいと思っているところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤幸一） 10番、石川重二君。 

              〔10番 石川重二 登壇〕 

○10番（石川重二） 私から、子育て環境づくり、それから農業振興について、それと森

林・林業の再生について、３件についてこれから総括質疑をさせていただきます。 

  子育て環境づくりの中で、高校３年までの医療費無料化や小学校入学生時期のランド

セル支給などの今まで推進してこられた事業に、さらに29年度から出生祝い金贈呈や、

子育て世帯で高校３年生相当の家庭の子供で３人以上いる家庭の第３子以降の子供の保

育料無料化、これはなかなかいい提案でないかと思っているところです。 

  しかし、まだまだそういった中でございますが、第２子からでも子育てが困っている

人もおりますので、将来の方向づけも含めながら検討していかざるを得ないのかなと思

います。 

  さて、県内の自治体で29年度から学校給食の無料化に取り組むところが出てきており

ます。子育て多子所帯の応援事業として考えても、本町でもこの給食の無料化に、負担

を軽減するよう取り組む必要があるのでないかなと考えるわけですが、町長の所見をお

伺いいたします。 

  ２つ目の農業の振興についてでありますが、アメリカのトランプ大統領がＴＰＰから

の全面撤退を表明、そして正式に離脱するという大統領令に署名をしたため、ＴＰＰの

発効は見通せなくなりました。しかし、安倍総理は従来の路線に固執しまして、アメリ

カと２国間でも、そういった提示した安い農産物価格で今後も輸出の拡大やら進めてい

きたいという意向を示されているわけです。 

  そうした中で、大きな農業を支えている規模の経営体だけに支援を集中して、実際、

結果として日本の農業を支えている小規模・家族経営の農家には淘汰・転換されようと

いうような現状でございます。そうした中で、30年度から米の生産調整・減反が廃止さ

れるとか、農家の不安はますます深まっていくばかりでございます。 

  こうした中で、町長は、全国の町村長会で一緒にＴＰＰの推進を掲げてきたわけでご

ざいますが、この現状の中でいかが思っておられますか、ご所見をお伺いしたいと思い

ます。 
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  ３番目の森林・林業の再生に関してでございます。先ほどの施政方針の中でも、50年

を期に６割が主伐期を迎えておると、これらの資源の有効活用として、緑の循環システ

ムを推進するため、白鷹町森林・林業再生協議会を中心に、森林の境界明確化事業を実

施して、明確化された地域から国・県事業を活用して、森林の整備を進めるとともに、

町独自に主伐後の再造林の支援を行っていくと述べておられるわけですが、50年で主伐

して林業農家にとってどのような価値が出てきたのでしょうか。 

  町の産業として林業を再生していくのだ、そういう思いで庁舎の新築問題から含めて

今まで言われておるわけですが、そうした中で、わずか50年で先ごろの大平の皆伐のと

きは１本100円ぐらいにしかならなかったと。そのようなことで今の林業農家が果たし

て納得できるのでしょうか、私は思います。 

  この境界明確なった後、その山に下刈り、間伐を実施して、伐採期間80年から120年

ぐらいの森林にすることによって、木の値段が100倍にも上がっていくわけです。それ

までの苦労はあると思いますが、そうしながら間伐を行って、そして根元に光が入るよ

うに、そしてまた、その後も木と木がくくりつけられるように渦巻く葛の巻き取り、20

本も30本にも巻き付いているところがあちこちの森に見られるようです。こういったと

ころをきちんと管理することによって値打ちが全部違うことになってくるのではないか

と思います。 

  そうすることで、いわゆる今まで大雨が降るたびに崖崩れ等になっていた山の杉林の

根っこが根張りがよくなって、そして、崖崩れの少ない防災の森づくりにつながってい

くのだと私は思っております。 

  そういう点から、林業農家にとっても経営にとって収入が伸びないことでは事業が成

り立たない、手間暇かけても何もならないようなことでは、農家にとっては苦労ばかり

でございます。進展がしなくなるのでないかと思っているところです。その辺のところ

をひとつご所見を伺いたいと思います。終わります。 

○議長（遠藤幸一） 町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 石川議員の総括質疑にお答えをさせていただきます。 

  平成29年度予算に係る子育て支援施策につきましては、まちづくりの４本柱の１つで

あります「子育て・教育」の主要な施策として、今年度から新規事業として取り組む

「白鷹っ子養育事業」や「木育推進事業」を初めとして、拡充する「多子世帯子育て応

援事業」、継続事業でもあります「しらたか元気っ子事業」や「新入学児童ランドセル

贈呈事業」などに取り組み、さまざまな角度から保護者負担の軽減に努めているところ

でございますが、このたびの学校給食の無償化の報道に触れ、各自治体それぞれ特色を

出しながら子育て支援策を講じているものだなと感じさせていただいたところでござい

ます。 
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  本町でも少子化への対応として、先ほど申し上げましたようにさまざまな子育て支援

策を実施しているわけでありますので、それぞれの事業効果等を十分に検証させていた

だきながら、今後子育て支援策としてどういった施策が最も有効なのか、十分に議論・

検討していく必要があると考えているところでもあります。 

  学校給食の無償化につきましてでございますが、新聞報道にもありましたとおり、平

成29年度から子育て支援の一環として県内においても、鮭川村で完全無償化、また、寒

河江市や大江町でも一部無償化に向けた動きが出ていると承知はさせていただいており

ます。 

  給食費の支援につきましては、本町におきましても、平成29年度から、新たに学校給

食費支援事業として300万円を予算化すべく当初予算に計上をさせていただいたところ

でもあります。給食費の単価につきましては、現在、１食当たり小学校で262円、中学

校では304円でありますが、消費税アップに伴う単価改定を除けば13年ほど値上げして

ない状況であります。 

  この間、パンや牛乳等は少しずつ値上がりしており、副食費に充てる額が少なくなっ

てきているという状況であります。本来なら給食費を値上げしなければならないところ

でありますが、子育て支援・保護者負担の軽減の観点から、値上げ部分（大体１食13円

とこちらのほうで算定をさせていただいておりますが）について支援をすることとした

ものであります。 

  仮に議員ご指摘のような給食費を無料化するといった場合におきましては、平成27年

度ですから去年のことになるわけですが、給食費の総給食数で小学校で約14万7,000食、

中学校で８万1,100食ほどですので、それぞれの単価を乗じて計算いたしますと、小学

校で約3,850万円、中学校で約2,460万円、全体では約6,310万円の財源措置が必要にな

ると捉えさせていただいているところでもあります。 

  医療や介護など社会保障費の中でも給食は一般的に個人の負担に帰すべきものである

という考えもありますので、学校給食の無償化についてはさまざまな角度から総合的に

検討すべき課題であると、これは一概に無償化ということにはいかないと、これは学校

給食法第11条にありますとおりでございます。やはりそこらを我々としては認識をした

上で、今後のまちづくりにおいてどうしていくべきなのかということを考えていくこと

が必要なのだろうと思います。 

  なお、各家庭の経済事情により給食費の支払いについて負担が大きいという家庭もあ

るわけですが、そういった場合は町の基準に基づく就学援助により給食費が無償となる

よう対応しておりますので、ご承知おきをいただきたいなと思います。 

  次に、農業振興についてお答えをさせていただきます。 

  最初に、全国町村会においてＴＰＰに賛成しているように捉えられておるようですが、

全くのこれは認識の違いであります。ＴＰＰにつきましては、政府が協定締結と国会で
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の批准に取り組もうとしている中、全国町村会としては、農村集落の維持を図るべき、

農林漁業者が将来に希望が持てるように、ＴＰＰ対策については万全を期すことを決議

しているとこであり、賛成とか反対を決議したところではございません。この辺はどう

ぞご認識を賜りたいと思います。 

  さて、我が町の中山間地域においては、農業者の高齢化や農地の荒廃の発生など、農

業・農村を巡る環境は極めて厳しい状況にあり、多くの人々が将来に強い不安を抱いて

いるのが現状であると認識しております。これらを打開するためには、農業・農村の全

ての関係者が、従来の生産や販売の方法、それぞれの役割等を単に踏襲するだけではな

く、発想を転換し、多様な人材を取り込みつつ、新たな仕組みの構築に取り組んでいか

なければならないのではないかと感じさせていただいているところでございます。 

  町といたしましても、農業者の安定経営と農業が将来にわたり持続可能な産業として

あり続けていくためには、関係機関との連携を深めながら取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

  ＴＰＰ協定につきましては、トランプ新政権がＴＰＰからの離脱を決定し、ＴＰＰ協

定の大半の参加国と２国間の貿易交渉を始めるための措置をとるという意向を伝えてい

るようでございます。 

  政府は、成長戦略の１つの柱として、ＦＴＡ（自由貿易協定）やＥＰＡ（経済連携協

定）の締結などの推進を掲げており、2018年までには日本の貿易額に占めるＦＴＡなど

の締結国との貿易額の割合を70％までに引き上げることと目指していると、報道はされ

ているようでございます。 

  今後、アメリカを初めとした関係国との貿易交渉をどのようしていくのか。特に、Ｆ

ＴＡは２国間の協定でありますので、国力の違いにより協定締結に影響が出るのではな

いかと一抹の不安を持つものであります。引き続き注視をしてまいりたいと思っており

ます。 

  ＴＰＰの農業対策につきましては、国でもさまざまな予算措置が行われております。

協定成立の有無にかかわらず、それらの補助事業などを有効に活用しながら、足腰の強

い持続可能な農業、そして、豊かで住みよい農村づくりを進めるために、引き続き国・

県とも連携しながら進めてまいりたいと考えているところでございます。 

  次に、森林・林業再生についてお答えをさせていただきます。 

  平成26年の森林・林業白書によりますと、杉の素材価格は１立方メートル当たり１万

3,500円とピーク時の約３分の１に下落しております。その一方で、伐採や搬出に係る

人件費や運搬コストが増加していったため、森林所有者に残る杉の山元立木価格は１立

方メートル当たり約3,000円弱というとこで、ピーク時の約13％となっているのが現状

であります。 
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  木材価格の現状などから大幅な利益を出していくことはなかなか難しいこともあるか

もしれませんが、今後は低コストで効率的な作業を実施していただくよう、森林組合な

どの素材生産業者のさらなる技術の向上を期待し、国の補助事業を有効に活用しながら、

森林整備が進んでいくように支援してまいりたいと思っているところでもあります。 

  また、町の森林整備計画でお示しをさせていただいたとおり、標準伐期齢につきまし

ては、杉でおよそ50年くらいになれば製材用材として皆伐できるという目安であります。

むしろ50年以下は経済林として成り立たないので、できれば皆伐しないでいただきたい

という意味でございます。 

  伐期に関しては、あくまでも所有者の判断になるわけでございますが、長期に育林す

るにはそれなりにコストもかかりリスクもあるものと考えております。現在、50年生の

杉が80年から120年になったときにどのくらいの市場価格になるのか。30年、70年の時

間的経過があるわけでございますので、このことを誰がどの時点で判断するのかと、そ

ういうことも含めて経営判断になるのではないかと思っているとこでございます。 

  町といたしましては、まずは全ての入り口となる森林境界明確化に引き続き取り組み、

森林組合などを中心にして小さな面積の森林所有者を一体にまとめた「森林経営計画」

を作成することにより、森林所有者に少しでも利益を還元できる仕組みづくりをお手伝

いをさせていただきたいと考えているところでございます。 

  なお、昨年、森林再生基金を活用した再造林支援を行う仕組みをつくったところでご

ざいますが、来年度より県の単独事業として同じような支援事業が計画されているよう

でございます。そして、再造林には当然その後の保育単価、下刈り、除伐、枝打ち等々

が入りますので、町としては伐採から再造林に至る作業の効率化を図るため、路網の整

備などを支援してまいりたいと考えているとこでございます。 

  さらには、今後、県の動向を見ながら、緑の循環システム再構築のために何をなすべ

きか考えていきたいと思っているとこでございます。 

  そして、主伐という意味につきましては、これは木材の収穫・利用ということであり

ます。この中に２つございます。皆伐と択伐ということであります。これは皆伐という

のは全てを切る、択伐というのはその中で選んで切るということでございますので、よ

ろしくお願いしたい。 

  それから、間伐については保育間伐と利用間伐がございます。やはり我々としてはど

のような間伐をしていくのかということは、その所有者との話の中でやっていく必要が

あるのではないかと認識をしているところでございます。 

  ちなみに、我が町は分収林がほとんどでありますので、分収林契約の中にはほとんど

50年生前後での伐採が掲げられております。その辺は70年、120年というものは、誰が

どのような形でそれをやっていくのか、誰がそういう負担をやっていくのかということ

が大きな課題になるのではないかと。 
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  さらには、１年当たりの森林の材木による炭素吸収の平均的な量を申し上げます。こ

れは杉というようなことでご理解いただきたいと思うのですが、20年生のときには3.3

トン／ヘクタール／年ですから、１年間に１ヘクタールで3.3トンの炭素を吸収すると

いうことであります。それが60年になりますと1.1でございます。80年生になりますと

0.8でございます。ですから、この辺の考え方なども、吸収はこれぐらいだということ

が、実は森林総合研究所の温暖化対応推進拠点というチームから発表もされております

ので、この辺は地球環境を考えたときにはどうしていくのか、あるいは森林所有者が経

営としてどうしていくのかということなどを総合的に考えながら対応していく必要があ

るのではないのかなと考えさせていただいているところでございます。 

  以上が石川議員への総括質疑への答弁とさせていただきます。 

○議長（遠藤幸一） 石川重二君。 

○10番（石川重二） ただいまそれぞれの所見をお述べいただきましたとおり、確かに給

食費はほかの市町村は、鮭川村あたりのような人口の少ないところと比べれば大きな数

字が出ることは当然かと思われますが、今後の課題としてそういう方向に進んでいかな

いと、どうしても給食の負担金というのは子育ての中で大きなウエートを占めるものだ

と思っております。 

  そしてまた、それに付随することなのですが、今子供たちの中で、町で健康福祉課だ

ったかで、子供たちの健康調査をなさいまして、小学生と中学生の中でいわゆる糖尿病

の疑いのある子供たちの割合が非常に多くなってきている。そういう状態を見ると、50

何％という受診率だったので、聞いたところ、予算がなくて打ち切ったのだという話だ

ったのですが、何とか全員が小中学生で受けられるような形で今後この制度を持続して

いただきたいと思っております。 

  それから、ＴＰＰ関連についてなのですが、今補助が出るのはどうしても大規模の農

業経営なさる部分にだけで、いわゆる小さな零細、そして家族経営のような農家では補

助金もほとんどない。そしてまた、今までの減反補償もなくなるという中で、農家の

方々から私のところにも「何とかならないのか」という声が上がってきておりますが、

その辺から考えても、いわゆる今年度安倍政権が出してきた予算の中でも、いわゆる中

規模・大規模といいますか、経営体として経営が十分できるところを中心に支援を行い、

そして、小さなところは淘汰してもしかるべきというような予算措置が組まれているよ

うなので。その辺のところに少し目をかけてもらえないだろうかと思います。 

  そして、さっきの森林の問題ですけれども、確かに伐期の考えの中で、選んでいただ

ければ可能性はあると。でも、その前の段階の若い、20年、30年、そのくらいのところ

でも間伐をやっていかないと森の値段が出ない。いわゆるこの議場ぐらいの場所に葛が

グルグルグルグルと回って、根っこまで光線が差さないような森が各地に出てきている

わけです。つまり林家の中でも間伐では１銭も利益にならないということで、そういう
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森の整備に取り組む家が出てこない。そこに補助金を使っていくような感じで、今後の

境界明確化後にぜひともそういう面に目をかけていただければ、新しい森づくりにつな

がるものと思うわけです。 

  以上です。 

○議長（遠藤幸一） 町長、佐藤誠七君。 

○町長（佐藤誠七） 給食費と糖尿病で打ち切ったというようなことについては、ちょっ

と私、認識しておりませんので、全然つながりがないような感じをいたします。中学２

年生の健診はやっておりますが、打ち切ったとかなんかということは、私全然聞いてお

りません。確かに今の子供さんも糖尿病というなことはあると思いますけども、それが

どういう因果関係があるのか、給食費と、私はちょっと理解にその辺は苦しむところで

あります。 

  それから、農家のＴＰＰにかかわるということですが、小さな農家を中規模な農家、

大規模な農家というどういう定義をお持ちの上で今石川議員がお話しなさっているのか、

ちょっと私もその辺はつかめません。大きな農家がどれぐらいだ、小さな農家がどれぐ

らいだというよりも、ぜひこういう経営体をやりたいと、あるいは地域の中では多面的

機能支払とか中山間地域等直接支払とか様々な制度事業があります。そういう組織体に

入りますと、やはりそういう中での様々なこれは対応ができるわけでございますので、

何とぞどういう形での小規模農家、農家と言えるような話、家族でやっているというこ

とは家庭菜園という捉え方ができるわけでして、この辺について何とぞその辺の具体的

な話をお願いしたい。 

  それから、淘汰をするということについては、今、国として様々な農地の集積事業を

やっております。田んぼの集積事業などやっております。ぜひ小さな農家はご協力いた

だければ、小さな農家、田んぼがあって、そういう大きくしていこうというような中で、

参加していただけるならば、何も私は大きな課題というものはないと思っております。 

  ただ、その農家の定義がちょっと私つかめませんので、教えていただければありがた

いと。あるいはまた、相談をしていただければ、こういう農家なのですがどうなのでし

ょうかと。これは石川議員さんのほうに相談に行かれるということでございますけども、

ぜひそれを我々のほうにお伝えいただければとありがたいと思います。 

  それから、間伐でそのままだということですが、今いろんな形で取り組みが出てきて

おります。例えば木の駅プロジェクトなんかは、軽トラック１台大体何立米を積んでく

るか私はわかりませんけども、二、三立米は積んでおいでになるのではないのかなと。

それに町内で使える金券をお出ししているということで、私聞いております。 

  だから、全然間伐が誰がやるのかということです。誰がどのようにやるのか。要する

につるが絡まってどうのこうのでありますが、それが誰のものであって誰がやるのかと。

それに対して補助金の話も出ましたけれども、誰に補助金を我々は補助事業であります
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よということをＰＲすべきなのか。何とぞその辺も教えていただければ、どういう形で

対応できる。これは所有者の問題もいろいろありますし、何をやりたいのかということ

もありますし、ぜひその辺は教えていただければ我々としての対応をとることも可能に

なってくると思いますので、この辺についてはよろしくいろいろお願いを申し上げたい

と思います。 

○議長（遠藤幸一） 石川重二君。 

○10番（石川重二） 給食費が無料化が小さくなったというお話でございますが、先ほど

言った中には、実際に夏休み終了後の検査のときとそうでないときで、すごく子供の健

康の数値が違う。つまり家だけで３食食べて休みが終わった後には大変な健康負担が子

供たちに出ているという数字が出ていたようなのですけども。 

○議長（遠藤幸一） ちょっと暫時休憩いたします。 

              休 憩  （午後２時３７分） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午後２時３７分） 

○議長（遠藤幸一） 休憩前に復し、再開いたします。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○10番（石川重二） 先ほどの数字については、後で数字もらったものを持ってきたいと

思います。 

  それから、先ほどの農地の問題ですが、一町歩前後の農家でもはやできないという人

が非常に多くなってきたのですね。そういったところが出てきまして、そういう問題も

出ているのだと思っております。 

  それから、あと、先ほどの林業の件ですが、確かにいろいろと町でやっている事業の

中で、新年度取り組まれながら推進できることはありますが、境界明確化しないと、

「ここの沢はどこのだ」という感じで、くずが巻き始めたところがわからないこともあ

るようです。そういったところを調査しながら進めていっていただければ。 

  そして、町が進めていくこれからの新しい町の産業に木を生かすということで庁舎工

事の際も言われてきましたけど、この間の西置賜行政事務組合白鷹分署建築工事に白鷹

の大工さんが１人も職人としてついておられないのが現状のようでございます。 

○議長（遠藤幸一） 暫時休憩いたします。 

              休 憩  （午後２時３９分） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午後２時３９分） 

○議長（遠藤幸一） 休憩前に復し、再開いたします。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     
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○10番（石川重二） 今後のまちづくりの中で町の産業とするなら、そういった大工さん

たちの組合化とか、あるいはそういうことをしながら少し育てないと、下づくりをつく

っていかないと、町外の大きな建設会社だけで地元の職人がプラスになっていない。そ

の後できても、それが例えば金山町とか鶴岡市のように独自の産業として育っていかな

いのでないかという心配もされますので、その辺も含めてお話しいただければと思いま

す。 

○議長（遠藤幸一） 町長、佐藤誠七君。 

○町長（佐藤誠七） 先ほどの給食でございます。夏休みの前と後に調査をしたというこ

とですが、私どもではそういう調査をしたというような経過はないようでございますの

で、ぜひそういう結果なんかお持ちだということだそうでございますので、何とぞ後ほ

ど我々のほうにお知らせいただければありがたいなと。これは家庭の問題と学校給食の

問題では全く違う課題でありますので、この辺については明確に分けながらも、ただそ

ういう資料というのは大変私も興味ありますので、何とぞご提供いただければありがた

いと思います。 

  あと、農地の問題でございますが、先ほど申し上げましたように、農地についてはや

はり今動きがそういう動きになっているという中で、どういう農家の方がお困りになっ

ているのかと全然わかりませんので、ぜひそういう農家こういう農家ですよと、こうい

う方ですよと。これは全部農地の農家台帳もありますので、どういう農業をやられてい

るのかということは大体わかりますので、あるいはその地域でどういう全体的な地域と

しての農業という取り組みをやっているかということなども把握をさせていただいてお

りますので、何とぞそういうことについても、具体的に私どものほうに情報提供いただ

きながらご相談いただければありがたいなと思います。 

  きょうの今の議員さんのご質問について具体的にはわかりませんので、なかなかお答

えしにくいとこありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、この森林の活用ということでございますが、境界明確化事業もこれからも

進めていきたいということは、先ほどの施政方針で打ち出させていただいたとおりでご

ざいます。そこから参りますので、何とぞ皆さん集まってひとつ明確化に協力していた

だきたいというときには、ぜひご協力いただけるようにＰＲしていただければありがた

いなと思っているところでもあります。 

  そのようなことで、今後におきましても山林の活用と、特に既に乾燥施設などもでき

ておりますので、そこの中でも雇用というものも発生しております。何とぞその辺につ

いてＰＲをしていただきながら、白鷹町ではこういう事業を展開し、そして具体的に進

んでいるのですよと。 
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  さらには、その大工さんが今どうのこうのとありましたけれども、私どもとしては、

一人親方といわれる方々についても十分対応できるような方向性を今探っておりますの

で、何とぞその辺についてもご理解賜りたいと思います。 

  以上です。 

○議長（遠藤幸一） ほかにございませんね。 

  総括質疑を終結いたします。 

  ここでお諮りいたします。一括議題とされた平成29年度各会計予算10件の審査につき

ましては、予算特別委員会に付託し審査することにしたいと存じますが、ご異議ござい

ませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、平成29年度各会計予算10件は、予

算特別委員会に付託し審査することに決しました。 

  予算特別委員会は、３月14日及び15日に本議場で開会の上、審査を終了し、議会に報

告されるよう申し添えます。 

  ここで暫時休憩をいたします。再開は３時といたします。 

              休 憩  （午後２時４４分） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午後３時００分） 

○議長（遠藤幸一） 休憩前に復し、再開いたします。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第 15、議第 13 号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  人権擁護委員鈴木和夫氏は平成 29 年６月 30 日に任期が満了するので、引き続き同人

を候補者として推薦するため提案するものであります。 

  推薦者は、住所、白鷹町大字十王 2931 番地。氏名、鈴木和夫。生年月日、昭和 27 年

11 月１日であります。 

  よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 



 

- ４２ - 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） なければ、直ちに採決いたします。 

  議第 13 号について、原案のとおり適任と決するに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（遠藤幸一） 全員起立。よって、本案は原案のとおり適任とすることに決しまし

た。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第 16、議第 14 号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  人権擁護委員遠藤啓子氏は平成 29 年６月 30 日に任期が満了するので、その後任の候

補者を推薦するため提案するものであります。 

  推薦者は、住所、白鷹町大字広野 3098 番地。氏名、向田美和子。生年月日、昭和 33

年１月１日であります。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） なければ、直ちに採決いたします。 

  議第 14 号について、原案のとおり適任と決するに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（遠藤幸一） 全員起立。よって、本案は原案のとおり適任とすることに決しまし

た。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

      ○議第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第17、議第15号 白鷹町個人情報保護条例等の一部を改正する

条例の設定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 
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  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

に伴い、関連する規定を改正するため提案するものであります。 

  なお、内容につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしくご決定賜り

ますようお願いを申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 総務課長、松野芳郎君。 

○総務課長（松野芳郎） ご説明申し上げます。 

  議第15号 白鷹町個人情報保護条例等の一部を改正する条例の設定について。 

  白鷹町個人情報保護条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  白鷹町個人情報保護条例等の一部を改正する条例。 

  別紙、改正要旨によりご説明を申し上げます。 

  このたびの改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律、番号法でございますが、の一部改正に伴い、町の条例により独

自に個人番号を利用する場合においても、国の情報提供ネットワークシステムを利用し

た情報連携が可能となり、その連携に当たっては、番号法に基づく個人番号利用事務で

の手続を準用することから、文言の整理等所要の整備を行うものでございます。 

  条例、条項、見出し、新改の別、改正の要旨の順にご説明をいたします。 

  第１条 白鷹町個人情報保護条例の一部改正、第２条、定義、改、用語の定義規定に

準用規定を追加するもの。 

  第22条の２ 特定個人情報の利用停止等請求、改、引用条項を整理するもの。 

  第２条 白鷹町個人情報保護条例等の一部を改正する条例の一部改正、第25条の２、

情報提供等記録の提供先への通知、改、情報提供等記録を訂正した際の通知先に、独自

利用事務で情報提供ネットワークシステムを利用した際の情報照会者及び情報提供者を

追加するもの。 

  附則 この条例は、平成29年５月30日から施行するもの。 

  なお、施行期日につきましては、番号法の一部改正規定の施行期日に合わせまして、

本条例につきましても施行するものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） なければ直ちに採決いたします。 

  議第15号について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第18、議第16号 白鷹町職員の育児休業等に関する条例等の一

部を改正する条例の設定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、育児休業の対象となる子の

範囲が拡大されたこと等に伴い、関連する規定を改正するため提案するものであります。 

  内容につきましては、総務課長に説明いたさせますので、よろしくご決定賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 総務課長、松野芳郎君。 

○総務課長（松野芳郎） ご説明申し上げます。 

  議第16号 白鷹町職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて。 

  白鷹町職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  白鷹町職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例。 

  別紙、改正要旨によりご説明を申し上げます。 

  このたびの改正につきましては、育児や介護がしやすい環境整備を進めるための民間

及び国家公務員に係る規定の改正内容に準じた地方公務員の育児休業等に関する法律の

一部改正により、育児休業の対象となる子の範囲が拡大されたこと等に伴い、関連する

条例の規定について所要の整備を行うものでございます。 

  条例、条項、見出し、新改の別、改正の要旨の順にご説明をいたします。 

  第１条 白鷹町職員の育児休業等に関する条例の一部改正、第２条の２、育児休業法

第２条第１項の条例で定める者、新、育児休業を取得できる子の範囲について、育児休

業法の規定で定められた者に準ずる者として条例で定める者を規定するものでございま

す。 

  育児休業法の規定で定められた者につきましては、民法に基づく特別養子縁組を成立

させるために必要な監護期間中の子及び児童福祉法に基づく将来的に養子縁組を結ぶこ

とを前提とした「養子縁組里親」に委託されている子と規定をされているところでござ

います。 

  条例で定める者につきましては、子の親その他の親権を行う者または未成年後見人の

意に反するため「養子縁組里親」として当該子を委託することができない職員の委託さ
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れている当該子を養育している場合につきましては、取得できることとなるものでござ

います。 

  第２条の３ 育児休業法第２条第１項ただし書きの条例で定める期間、改、第２条の

２の新設により条を繰り下げるものでございます。 

  第３条 育児休業法第２条第１項ただし書きの条例で定める特別の事情、改、育児休

業を取得できる子の範囲の拡大に伴い、育児休業の承認の取消事由に該当した子につい

て再度の育児休業を取得することができる特別の事情について整理するもの。 

  第９条 育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に育児

短時間勤務をすることができる特別の事情、改、育児休業を取得できる子の範囲の拡大

に伴い、育児短時間勤務の承認の取消事由に該当した子について１年を経過しない場合

に再度の育児短時間勤務を取得することができる特別の事情について整理するもの。 

  第19条第１項 部分休業の承認、改、文言を整理するもの。 

  第２項 文言の整理及び部分休業の承認時間から除く時間として、育児時間のほかに

介護時間を追加するもの。 

  第２条 白鷹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正。 

  第８条の３第１項 育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限、改、

子の範囲を育児休業法の改正に準じて拡大をするもの。 

  第４項 改、第１項の改正に合わせ読みかえ規定の文言を整理するもの。 

  別表第２ 改、子の範囲の拡大に伴う文言の整理等を行うもの。 

  附則 この条例は、平成29年４月１日から施行するもの。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） なければ直ちに採決いたします。 

  議第16号について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第19、議第17号 白鷹町町税条例等の一部を改正する条例の設

定についてを議題といたします。 



 

- ４６ - 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  消費税率引き上げ時期の変更に伴う地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税の「環境

性能割」の導入及び法人町民税の税率の見直しの時期の変更等について提案するもので

あります。 

  なお、詳細につきましては税務出納課長より説明いたさせますので、よろしくご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 税務出納課長、田宮 修君。 

○税務出納課長（田宮 修） ご説明いたします。 

  議第17号 白鷹町町税条例等の一部を改正する条例の設定について。 

  白鷹町町税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  白鷹町町税条例等の一部を改正する条例。 

  ５枚おめくりいただき、一部改正要旨をごらんください。 

  今回の改正につきましては、消費税率引き上げ時期の変更に伴う地方税法の一部改正

に伴い、軽自動車税の「環境性能割」の導入及び法人町民税の税率の見直しの時期の変

更を行うこと並びに個人町民税における住宅ローン控除制度の適用期限を２年延長する

等の所要の整備を行うものであります。 

  なお、消費税率引き上げ時期の変更につきましては、変更前が平成29年４月１日であ

りましたが、変更後平成31年10月１日となるものであります。 

  条例、条項、見出し、新改の別、改正の要旨の順にご説明いたします。 

  第１条 白鷹町町税条例の一部改正。 

  第79条 身体障害者等に対する軽自動車税の減免、改、文言の整理を行うもの。 

  附則第４条の３の２ 個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除、改、個人住民税に

おける住宅ローン控除制度の適用期限を２年延長するもの。 

  附則第13条の３ 条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特

例、改、文言の整理を行うもの。 

  第２条 白鷹町町税条例等の一部を改正する条例の一部改正。 

  第８条 納税証明事項、改、平成28年改正条例第１条、消費税率引き上げ時期の変更

に伴い、現行の軽自動車税を「種別割」に名称変更する規定を削除するもの。 

  平成28年改正条例第１条の２ 消費税率引き上げ時期に合わせ、現行の軽自動車税を

「種別割」に名称変更する規定を再度設定するもの。 

  第10条 納期限後に納付しまたは納入する税金または納入金に係る延滞金、改から６

ページ、附則第13条 軽自動車税の種別割の税率の特例、改までにつきましては、消費

税率引き上げ時期の変更に伴います改正でございまして、昨年の12月議会でも改正させ
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ていただいた内容を一旦削除しまして、同じ規定を再度設定するというものであります

ので、説明につきましては省かせていただきます。 

  ７ページをごらんいただきたいと思います。 

  以下、白鷹町町税条例の一部を改正する条例の附則を改正する部分。 

  第１条第１号 施行期日、改、消費税率引き上げ時期の変更に伴い、文言の整理を行

うもの。 

  第１条第２号 改、対象車の平成29年度分のグリーン化特例の規定については、平成

29年４月１日から施行するもの。 

  第１条第４号 新、消費税率引き上げ時期に合わせ、白鷹町町税条例の一部を改正す

る条例第１条の２及び第２条、第３条の「環境性能割」に関連する部分について、平成

31年10月１日から施行するもの。 

  第２条第３項 町民税に関する経過措置、改、消費税率引き上げ時期の変更に伴い、

法人税率の新税率の適用に係る規定を削除し、第４項を繰り上げるもの。 

  第２条の２ 新、消費税率引き上げ時期に合わせ、法人税割の新税率の適用に係る規

定を再度設定するもの。 

  第３条の２ 軽自動車税に関する経過措置、新、白鷹町町税条例の一部を改正する条

例第１条中、附則第13条の規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用すること。 

  第４条第１項 改、新条例の規定中、「環境性能割」に関する部分は、平成31年10月

１日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の「環境性能割」

について適用する。 

  第４条第２項 改、新条例の規定中、「種別割」に関する部分は、平成32年度以後の

年度分の「種別割」について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお

従前の例による。 

  附則 この条例は公布の日から施行するもの。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） なければ直ちに採決いたします。 

  議第17号について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 
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    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第20、議第18号 白鷹町いじめ防止対策の推進に関する条例の

設定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  本町のいじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的に、白鷹

町いじめ防止基本方針の策定等について必要な事項を定めるため提案するものでありま

す。 

  なお、内容につきましては教育次長より説明させますので、よろしくご決定賜ります

ようお願いを申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 教育次長、菅原良教君。 

○教育次長（菅原良教） ご説明を申し上げます。 

  議第18号 白鷹町いじめ防止対策の推進に関する条例の設定について。 

  白鷹町いじめ防止対策の推進に関する条例を次のように制定する。 

  白鷹町いじめ防止対策の推進に関する条例。 

  制定要旨に基づき説明をさせていただきますので、制定要旨をお開きいただきたいと

思います。 

  本条例につきましては、いじめ防止対策推進法に基づきまして、白鷹町いじめ防止基

本方針でありますとか対応組織等について必要な事項を定め、本町のいじめ防止等のた

めの対策を総合的かつ効果的に推進するといったものでございます。 

  条項、見出し、制定の要旨の順に説明をさせていだきます。 

  第１章 総則について定めるもの。 

  第１条 目的、この条項の制定目的を定めるもの。 

  第２条 定義、この条例において使用する用語の定義は、法において使用する用語の

例によると定めるもの。 

  第３条 白鷹町いじめ防止基本方針の策定、法第12条の規定に基づき、基本方針を策

定することを定めるもの。 

  第４条 いじめ防止等対策の推進、基本方針に基づき、いじめ防止等のための対策を

推進することを定めるもの。 

  第２章 白鷹町いじめ問題対策連絡協議会について定めるもの。 

  第５条 設置、町は法第14条第１項の規定に基づき、協議会を設置することを定める

もの。 
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  第６条 所管事務、協議会の所管事務を、いじめの防止等のための有効な対策及び連

携の強化に関すること、関係機関によるいじめ防止等を目的とした啓発活動の促進に関

することについて協議することと定めるもの。 

  第７条第１項から第２項 組織、協議会を、会長及び20人以内の委員による組織とす

るもの。委員は、教育委員会が委嘱または任命すると定めるもの。 

  第８条第１項から第２項 任期、委員の任期を２年とし、再任を妨げないとするもの。

委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期を、前任者の残任期間とするもの。 

  第９条第１項から第３項 会長、協議会に会長を置き、会長は教育長とするもの。会

長は会務を総理し、協議会を代表すると定めるもの。会長の職務代理をあらかじめ会長

の指名により決定すると定めるもの。 

  第10条第１項から第４項 会議、会議は会長が招集し、会長が議長となることを定め

るもの。会議の定足数、決議方法等を定めるもの。 

  第11条 守秘義務、委員に守秘義務を課すもの。 

  第12条 庶務、協議会の庶務は教育委員会事務局が処理すると定めるもの。 

  第13条 運営に関する委任、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て別に定めるとするもの。 

  第３章 白鷹町いじめ問題専門委員会について定めるもの。 

  第14条 設置、教育委員会は、法第14条第３項の規定に基づき、専門委員会を設置す

ることを定めるもの。 

  第15条 所管事務、専門委員会の所管事務を、基本方針に基づくいじめの防止等のた

めの有効な対策についての審議及び法第28条第１項に規定する重大事態に係る事実関係

についての調査と定めるもの。 

  第16条第１項から第４項 組織、専門委員会を６人以内の委員による組織とするもの。

必要があるときは、専門委員会に臨時委員を置くことができるとするもの。専門委員会

の委員及び臨時委員は、教育委員会が委嘱するものとし、委嘱に当たっては中立性及び

公正性を確保することを定めるもの。 

  第17条第１項から第３項 任期、委員の任期を２年とし、再任を妨げないとするもの。

委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期を、前任者の残任期間とするもの。臨時委員

の任期を委嘱の日から調査を終了するまでと定めるもの。 

  第18条第１項から第４項 委員長及び副委員長、専門委員会に委員長を置き、委員長

は委員の互選により決定すると定めるもの。委員長は会務を総理し、専門委員会を代表

すると定めるもの。専門委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名すると

定めるもの。副委員長は委員長を補佐し、必要に応じその職務を代理すると定めるもの。 

  第19条第１項から第４項 会議、会議は委員長が招集し、委員長が議長となることを

定めるもの。会議の定足数、決議方法等を定めるもの。 



 

- ５０ - 

  第20条 意見の聴取等、専門委員会は、委員及び臨時委員以外の者の説明もしくは意

見を聞き、または必要な資料の提供を求めることができるとするもの。 

  第21条 会議等の一部非公開、重大事態に係る事実関係に関することに係る会議及び

調査の手続は、公開しないとするもの。 

  第22条 守秘義務、委員及び臨時委員に守秘義務を課すもの。 

  第23条 庶務、専門委員会の庶務は、教育委員会事務局が処理すると定めるもの。 

  第24条 運営に関する委任、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委

員会に諮って別に定めるもの。 

  第４章 白鷹町いじめ重大事態再調査委員会について定めるもの。 

  第25条 設置、町長は、法第30条第２項の規定に基づき、再調査委員会を設置するこ

とができることを定めるもの。 

  第26条 所管事務、再調査委員会は、専門委員会の調査の結果の報告に係る再調査を

行うとするもの。 

  第27条第１項から第４項 組織、再調査委員会を、６人以内の委員による組織とする

もの。必要があるときは、再調査委員会に再調査臨時委員を置くことができるとするも

の。再調査委員会の委員及び再調査臨時委員は、町長が委嘱するものとし、委嘱に当た

っては中立性及び公正性を確保することを定めるもの。 

  第28条 任期、委員及び再調査臨時委員の任期は、再調査が終了するまでとするもの。 

  第29条第１項から第４項 委員長及び副委員長、再調査委員会に委員長を置き、委員

長は委員の互選により決定すると定めるもの。委員長は会務を総理し、再調査委員会を

代表すると定めるもの。再調査委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名

すると定めるもの。副委員長は委員長を補佐し、必要に応じその職務を代理すると定め

るもの。 

  第30条第１項から第４項 会議、会議は委員長が招集し、委員長が議長となることを

定めるもの。会議の定足数、決議方法等を定めるもの。 

  第31条 意見の聴取等、再調査委員会は、委員及び再調査臨時委員以外の者の説明も

しくは意見を聞き、または必要な資料の提供を求めることができるとするもの。 

  第32条 会議等の非公開、会議及び調査の手続は、公開しないとするもの。 

  第33条 守秘義務、委員及び再調査臨時委員に守秘義務を課すもの。 

  第34条 庶務、再調査委員会の庶務は、総務課が処理すると定めるもの。 

  第35条 運営に関する委任、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調

査委員会に諮って別に定めるもの。 

  第５章 雑則について定めるもの。 

  第36条 委任、条例の施行に関し必要な事項について、町長または教育委員会が別に

定めるもの。 
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  附則 平成29年４月１日から施行するもの。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） なければ直ちに採決いたします。 

  議第18号について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第21、議第19号 白鷹町課設置条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  農業分野における制度改正への迅速な対応並びに観光・交流施策のさらなる推進を図

る組織体制とするため提案するものであります。 

  なお、内容につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしくご決定賜り

ますようお願いを申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 総務課長、松野芳郎君。 

○総務課長（松野芳郎） 説明申し上げます。 

  議第19号 白鷹町課設置条例の一部を改正する条例の制定について。 

  白鷹町課設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  白鷹町課設置条例の一部を改正する条例。 

  別紙、改正要旨によりご説明をいたします。 

  このたびの改正につきましては、今後の行政運営に当たり、農業分野における制度改

正への迅速な対応並びに観光・交流施策のさらなる推進を図る組織体制とするため、本

条例を改正をするものでございます。 

  条項、見出し、新改の別、改正の要旨の順にご説明をいたします。 

  第１条 課の設置、改、産業振興課を、農林課及び商工観光課にするもの。 

  第２条 課の事務分掌、改、農林課及び商工観光課の事務分掌を定めるもの。 
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  附則第１項 施行期日、平成29年４月１日から施行するもの。 

  附則第２項 白鷹町議会委員会条例の一部改正、規定中に「産業振興課」を含む条例

について、文言を整理するもの。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） なければ直ちに採決いたします。 

  議第19号について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第22、議第20号 白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  非常勤の特別職の職員の報酬について、改定等を行うため提案するものであります。 

  なお、内容につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしくご決定賜り

ますようお願いを申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 総務課長、松野芳郎君。 

○総務課長（松野芳郎） ご説明申し上げます。 

  議第20号 白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて。 

  白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

  別紙、改正要旨によりご説明を申し上げます。 

  このたびの改正につきましては、非常勤の特別職の職員について、制度改革等に伴う

報酬の見直しを図るとともに、新たに設置する附属機関の委員の報酬を定めるものでご

ざいます。 

  条項、見出し、新改の別、改正の要旨の順に説明を申し上げます。 
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  別表第３ 改、農業委員会の委員等及び教育委員会の委員の報酬について、制度改革

に伴う業務の拡大等を勘案し、下記のとおり改めるものでございます。 

  農業委員会、会長、会長職務代理、委員につきましては、変更の額をそれぞれ48万円、

33万円、28万円に改めるものでございます。 

  農地利用最適化推進委員につきましては、新たに設置をされるものでございまして、

20万円と定めるものでございます。 

  教育委員会委員につきましては、21万円を28万円に改めるものでございます。 

  続きまして、「いじめ防止対策の推進に関する条例」に基づき、新たに設置される附

属機関の委員の報酬を定めるものでございます。 

  いじめ問題専門委員会委員及びいじめ重大事態再調査委員会委員につきまして、日額

２万3,000円以内で町長が定める額と定めるものでございます。 

  附則 この条例は平成29年４月１日から施行するもの。ただし、農業委員会の委員等

の報酬については、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から施行する

もの。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） なければ直ちに採決いたします。 

  議第20号について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第23、議第21号 白鷹町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  町が介護サービス等の基準を定めるに当たり参酌する国の基準の改正等を踏まえ、提

案するものであります。 
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  なお、内容につきましては健康福祉課長より説明いたさせますので、よろしくご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 健康福祉課長、齋藤春美さん。 

○健康福祉課長（齋藤春美） ご説明申し上げます。 

  議第21号 白鷹町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 

  白鷹町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  白鷹町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例。 

  一部改正要旨をごらんください。 

  今回の改正につきましては、町が定める地域密着型サービスの基準の設定に当たり参

酌する国の基準の改正等に対応するため、所要の措置を講ずるものでございます。 

  条項、見出し、新改の別、改正の要旨の順に説明申し上げます。 

  第60条の12 運営規定、改、第60条の34 運営規定、改、ともに文言の整理するもの。 

  第83条第６項 従業員の員数等、改、指定小規模多機能型居宅介護事業所が人員に関

する基準を満たし、かつ同一敷地内にある事業所の人員基準も満たす場合に、従業員が

従事できる職務に指定地域密着型通所介護事業所を加えるもの。 

  附則 平成29年４月１日から施行するもの。 

  なお、町内には該当する事業所はございませんが、長井市内には３事業所がございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） なければ直ちに採決いたします。 

  議第21号について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第24、議第22号 白鷹町指定地域密着型介護予防サービスの事
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業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  町が介護予防サービス等の基準を定めるに当たり参酌する国の基準の改正等を踏まえ、

提案するものであります。 

  なお、内容につきましては健康福祉課長より説明いたさせますので、よろしくご決定

賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 健康福祉課長、齋藤春美さん。 

○健康福祉課長（齋藤春美） ご説明申し上げます。 

  議第22号 白鷹町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 

  白鷹町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  白鷹町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例。 

  一部改正要旨をごらんください。 

  今回の改正につきましては、町が定める地域密着型介護予防サービスの基準の設定に

当たり参酌する国の基準の改正等に対応するため、所要の措置を講ずるものでございま

す。 

  条項、見出し、新改の別、改正の要旨の順に説明申し上げます。 

  第45条第６項 従業員の員数等、改、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が

人員に関する基準を満たし、かつ同一敷地内にある事業所の人員基準も満たす場合に、

従業員が従事できる職務に指定地域密着型通所介護事業所を加えるもの。 

  第87条 準用、改、引用条項を整理するもの。 

  附則 平成29年４月１日から施行するもの。 

  なお、町内には該当する事業所はございませんが、長井市内には３事業所がございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。質疑を行います。 
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              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） なければ直ちに採決いたします。 

  議第22号について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第25、議第23号 白鷹町都市公園条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  白鷹町就業構造改善センターを白鷹町スポーツ交流館として、都市公園の有料公園施

設に追加するため提案するものであります。 

  なお、内容につきましては建設水道課長より説明いたさせますので、よろしくお願い

を申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 建設水道課長、今野秀一君。 

○建設水道課長（今野秀一） ご説明申し上げます。 

  議第23号 白鷹町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について。 

  白鷹町都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  白鷹町都市公園条例の一部を改正する条例。 

  一部改正要旨によりご説明申し上げます。改正要旨をお開きください。 

  本条例の改正につきましては、白鷹町就業構造改善センターを廃止し、当該施設を都

市公園「中丸公園」の有料公園施設に白鷹町スポーツ交流館として追加することを定め

るものでございます。 

  条項、見出し、新改の別、改正の要旨の順でご説明申し上げます。 

  別表第１の２ 改、白鷹町スポーツ交流館を中丸公園の有料公園施設に追加するもの。 

  別表第３ 改、白鷹町スポーツ交流館の使用料を次のとおり定めるもの。ホール、４

時間以内につき1,080円。食堂、４時間以内につき1,080円。会議室１、４時間以内につ

き210円。会議室２、４時間以内につき210円。会議室３、４時間以内につき210円。和

室１、４時間以内につき540円。和室２、４時間以内につき540円。 
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  なお、これまでの就業構造改善センターの使用料と同額となるものでございます。 

  附則第１項 施行期日、平成29年４月１日から施行するもの。 

  附則第２項 白鷹町就業構造改善センター条例の廃止、白鷹町就業構造改善センター

条例を廃止するもの。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） なければ直ちに採決いたします。 

  議第23号について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第26、議第24号 荒砥駅前交流施設の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  荒砥駅前交流施設に観光案内機能を設け、本町の観光振興を推進していくため提案す

るものであります。 

  なお、内容につきましては教育次長に説明いたさせますので、よろしくご決定賜りま

すようお願いを申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 教育次長、菅原良教君。 

○教育次長（菅原良教） ご説明を申し上げます。 

  議第24号 荒砥駅前交流施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について。 

  荒砥駅前交流施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

  荒砥駅前交流施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。 

  荒砥駅前交流施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１条を次のように改める。 
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  設置、第１条 観光及び地域文化等に関する資料の展示及び情報提供を通して観光振

興及び文化意識の高揚を図るとともに、住民の交流を促進するため、荒砥駅前交流施設

を設置する。 

  第３条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、第１号と

して次の１号を加える。 

  第１号 観光案内施設。 

  附則 この条例は平成29年４月１日から施行する。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） なければ直ちに採決をいたします。 

  議第24号について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第27、議第25号 山形県市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  構成団体の名称変更に伴い、本規約の一部を変更するため提案するものであります。 

  なお、内容につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしくご決定賜り

ますようお願いを申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 総務課長、松野芳郎君。 

○総務課長（松野芳郎） ご説明申し上げます。 

  議第25号 山形県市町村職員退職手当組合規約の変更について。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、山形県市町村職員退職手当組合規約の一部

を変更する規約を次のように定める。 

  山形県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。 

  山形県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように変更する。 
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  別記第１ ３項中「置賜広域病院組合」を「置賜広域病院企業団」に改める。 

  別表第１ 区の項組合市町村名の欄中「置賜広域病院組合」を「置賜広域病院企業

団」に改める。 

  附則 この規約は平成29年４月１日から施行する。 

  このたびの変更につきましては、同組合が29年４月１日から地方公営企業法の規定の

全部を適用することに伴い、置賜広域病院企業団に変更されるための対応でございます。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） なければ直ちに採決いたします。 

  議第25号について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○議第２６号から議第３２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（遠藤幸一） 日程第28、議第26号 平成28年度白鷹町一般会計補正予算（第10

号）についてから、日程第34、議第32号 平成28年度白鷹町立病院事業会計補正予算

（第１号）についてまで、以上、平成28度各会計補正予算７件は、会議規則第36条の規

定により、一括議題といたします。 

  初めに、議第26号 平成28年度白鷹町一般会計補正予算（第10号）について、提案理

由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  本件につきましては、国の補正予算事業の採択となった荒砥小学校大規模改修事業や

萩野地区農地環境整備事業について計上するほか、町立病院の経営基盤強化経費の追加

等に対応するため、所要の措置を講ずるものであります。 

  また、今後見込まれる財政需要等に備え、公共施設整備基金への積み立てを行うもの

であります。 

  対応する財源といたしましては、国・県支出金、地方債及び地方交付税等で対処する

ものであります。 

  このほか、国の補正予算対応等に係る繰越明許費の設定を行うものであります。 
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  以上の結果、歳入歳出それぞれ7,129万7,000円を追加し、歳入歳出それぞれ86億921

万円とするものであります。 

  なお、内容につきまして総務課長より説明いたさせますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（遠藤幸一） 総務課長、松野芳郎君。 

○総務課長（松野芳郎） ご説明いたします。 

  予算書１ページをお開きください。 

  議第26号 平成28年度白鷹町一般会計補正予算（第10号）。 

  平成28年度白鷹町一般会計補正予算（第10号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,129万7,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ86億921万円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  繰越明許費。 

  第２条、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

  地方債の補正。 

  第３条、地方債の追加、変更及び廃止は、「第３表 地方債補正」による。 

  ２ページをお願いいたします。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入。 

  款、補正額及び計を申し上げます。 

  ２款地方譲与税、440万円の減額、9,380万円。 

  ３款利子割交付金、70万円の減額、140万円。 

  ４款配当割交付金、120万円の減額、440万円。 

  ６款地方消費税交付金、160万円の減額、２億2,900万円。 

  ９款地方交付税、１億5,444万3,000円、33億6,544万3,000円。 

  10款交通安全対策特別交付金、20万円の減額、230万円。 

  11款分担金及び負担金、307万5,000円の減額、5,391万4,000円。 

  13款国庫支出金、5,408万2,000円、７億3,879万5,000円。 

  14款県支出金、１億4,642万8,000円の減額、６億6,014万2,000円。 

  15款財産収入、84万2,000円、884万円。 

  17款繰入金、80万8,000円の減額、１億325万9,000円。 

  18款繰越金、1,545万3,000円、７億6,865万7,000円。 
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  19款諸収入、38万8,000円、１億6,153万6,000円。 

  20款町債、450万円、11億910万円。 

  歳入合計、7,129万7,000円、86億921円。 

  続いて、歳出でございます。 

  １款議会費、５万円、9,801万1,000円。 

  ２款総務費、8,991万1,000円、16億8,430万4,000円。 

  ３款民生費、1,165万1,000円の減額、21億8,029万3,000円。 

  ４款衛生費、5,209万6,000円、５億4,871万8,000円。 

  ５款労働費、1,000円、2,701万2,000円。 

  ６款農林水産業費、１億6,517万7,000円の減額、６億87万9,000円。 

  ８款土木費、6,149万6,000円の減額、８億4,233万3,000円。 

  ９款消防費、62万1,000円の減額、３億5,240万4,000円。 

  10款教育費、１億8,121万3,000円、10億9,809万9,000円。 

  11款災害復旧費、1,106万5,000円の減額、１億717万3,000円。 

  12款公債費、196万4,000円の減額、８億2,814万5,000円。 

  歳出合計、7,129万7,000円、86億921万円。 

  続いて、第２表 繰越明許費につきましてご説明をいたします。 

  款、項、事業名及び金額の順に説明を申し上げます。 

  ２款総務費３項戸籍住民基本台帳費、個人番号カード関連事業、114万6,000円。 

  ３款民生費１項社会福祉費、臨時福祉給付金給付事業、4,550万7,000円。 

  ６款農林水産業費１項農業費、農業用ため池整備事業、392万1,000円。地籍調査事業、

2,274万5,000円。 

  ８款土木費２項道路橋梁費、橋梁安全対策事業、3,018万1,000円。 

  10款教育費２項小学校費、荒砥小学校大規模改修事業、１億8,690万6,000円。 

  11款災害復旧費１項農林水産業施設災害復旧費、林業豪雨災害復旧事業、434万7,000

円。 

  次ページをお願い申し上げます。 

  次に、第３表 地方債補正について申し上げます。 

  最初、追加でございます。 

  起債の目的、学校教育施設等整備等事業。限度額、7,340万円。起債の方法及び利率

につきましては、借入先との協定による。償還の方法、借入先の貸付条件による。ただ

し、財政上の都合により償還年限を短縮し、または、低利に借りかえることができる。 

  続いて、変更について申し上げます。いずれも限度額の変更を行うものでございます。

起債の目的ごとに説明を申し上げます。 

  公共事業等について、2,500万円増額し5,280万円に、災害復旧事業について、140万
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円増額し2,410万円に、一般事業について、3,150万円減額し１億1,600万円に、自然災

害防止事業について、3,140万円減額し1,450万円に、緊急防災・減災事業について、

1,680万円増額し4,930万円に、過疎対策事業について、4,250万円増額し５億8,140万円

に、それぞれ変更をいたすものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきま

しては補正前に同じでございます。 

  廃止について申し上げます。 

  起債の目的、地方道路等整備事業、限度額670万円。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 次に、議第27号 平成28年度白鷹町下水道特別会計補正予算（第３

号）について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  本件につきましては、事業の確定による国庫支出金等の変更等に対応するため所要の

措置を講ずるものであります。対応する財源といたしましては、国庫支出金、繰入金、

地方債及び繰越金等で対処するものであります。 

  以上の結果、歳入歳出それぞれ１億7,221万1,000円を減額し、歳入歳出それぞれ５億

8,175万4,000円となるものであります。 

  なお、内容につきましては建設水道課長に説明いたさせますので、よろしくお願いを

いたします。 

○議長（遠藤幸一） 建設水道課長、今野秀一君。 

○建設水道課長（今野秀一） ご説明申し上げます。 

  予算書１ページをお開きください。 

  議第27号 平成28年度白鷹町下水道特別会計補正予算（第３号）。 

  平成28年度白鷹町下水道特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億7,221万1,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億8,175万4,000円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 

  第２条、地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入。款、補正額、計のみご説明申し上げます。 

  ３款国庫支出金、2,566万円の減額、8,204万円。 

  ４款繰入金、288万1,000円の減額、２億6,526万5,000円。 
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  ５款繰越金、783万円、1,537万円。 

  ７款町債、１億5,150万円の減額、7,990万円。 

  歳入合計、１億7,221万1,000円の減額、５億8,175万4,000円。 

  次に、歳出でございます。 

  １款公共下水道費、１億7,221万1,000円の減額、３億794万7,000円。 

  歳出合計、１億7,221万1,000円の減額、５億8,175万4,000円。 

  次のページをお開きください。 

  第２表、地方債補正。 

  変更。 

  起債の目的、公共下水道事業一般分、限度額１億1,580万円を7,580万円減額し、

4,000万円に、過疎対策事業、限度額１億1,560万円を7,570万円減額し、3,990万円に補

正するものでございます。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法は補正前に同じでございます。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 次に、議第28号 平成28年度白鷹町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  本件につきましては、国民健康保険税の収納実績に合わせた調整、給付実績に基づく

保険給付費の調整及び各種拠出金額の確定に伴う調整等に対応するため、所要の措置を

講ずるものであります。 

  対応する財源といたしましては、国庫支出金、共同事業交付金及び繰越金等で対処す

るものであります。 

  以上の結果、歳入歳出それぞれ1,882万1,000円を追加し、歳入歳出それぞれ19億

1,680万6,000円となるものであります。 

  なお、内容につきましては町民課長に説明いたさせますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（遠藤幸一） 町民課長、中村裕之君。 

○町民課長（中村裕之） ご説明申し上げます。 

  予算書、１ページをお開き願います。 

  議第28号 平成28年度白鷹町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）。 

  平成28年度白鷹町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,882万1,000円を追加し、歳入歳出
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予算の総額を歳入歳出それぞれ19億1,680万6,000円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  ２ページをごらん願います。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入。 

  款、補正額、計のみ申し上げます。 

  １款国民健康保険税、ゼロ、２億9,830万円。 

  ３款国庫支出金、2,945万6,000円、３億9,327万4,000円。 

  ４款療養給付費交付金、9,171万9,000円の減額、4,273万6,000円。 

  ５款前期高齢者交付金、51万5,000円の減額、４億3,990万7,000円。 

  ６款県支出金、184万円、9,156万9,000円。 

  ７款共同事業交付金、6,077万3,000円、４億4,523万5,000円。 

  ８款財産収入、４万8,000円、22万1,000円。 

  ９款繰入金、696万6,000円の減額、１億2,208万2,000円。 

  10款繰越金、2,590万4,000円、7,478万7,000円。 

  歳入合計1,882万1,000円、19億1,680万6,000円。 

  ３ページをごらん願います。 

  歳出。 

  ２款保険給付費、667万5,000円、11億8,567万9,000円。 

  ３款後期高齢者支援金等、102万4,000円の減額、１億7,284万3,000円。 

  ６款介護納付金、15万6,000円の減額、7,106万7,000円。 

  ７款共同事業拠出金、1,241万円、３億9,687万5,000円。 

  ８款保健事業費、ゼロ、2,578万7,000円。 

  11款諸支出金、91万6,000円、1,425万7,000円。 

  歳出合計1,882万1,000円、19億1,680万6,000円。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 次に、議第29号 平成28年度白鷹町農業集落排水特別会計補正予算

（第３号）について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  本件につきましては、特定地域生活排水処理事業費の確定による事業費の調整等に対

応するため所要の措置を講ずるものであります。対応する財源といたしましては、繰入

金、地方債、繰越金等で対処するものであります。 

  以上の結果、歳入歳出それぞれ1,644万6,000円を減額し、歳入歳出それぞれ１億
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4,944万9,000円となるものであります。 

  なお、内容につきましては建設水道課長に説明いたさせますので、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 建設水道課長、今野秀一君。 

○建設水道課長（今野秀一） ご説明申し上げます。 

  予算書１ページをお開きください。 

  議第29号 平成28年度白鷹町農業集落排水特別会計補正予算（第３号）。 

  平成28年度白鷹町農業集落排水特別会計補正予算（第３号）は次に定めるところによ

る。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,644万6,000円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億4,944万9,000円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 

  第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入。 

  款、補正額、計のみご説明申し上げます。 

  １款分担金及び負担金、160万円の減額、460万円。 

  ４款県支出金、152万円の減額、72万円。 

  ５款繰入金、332万9,000円の減額、9,529万7,000円。 

  ６款繰越金、300万3,000円、445万8,000円。 

  ８款町債、1,300万円の減額690万円。 

  歳入合計1,644万6,000円の減額、１億4,944万9,000円。 

  次に、歳出でございます。 

  １款農業集落排水事業費、1,644万6,000円の減額、8,594万2,000円。 

  歳出合計1,644万6,000円の減額、１億4,944万9,000円。 

  次のページをお開きください。 

  第２表、地方債補正。 

  変更でございます。 

  起債の目的、下水道事業、限度額1,000万円を650万円減額し350万円に、過疎対策事

業、限度額990万円を650万円減額し340万円に補正するものでございます。なお、起債

の方法、利率、償還の方法につきましては補正前に同じでございます。 

  以上でございます。 
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○議長（遠藤幸一） 次に、議第30号 平成28年度白鷹町介護保険特別会計補正予算（第

４号）について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  本件につきましては、介護保険給付事業の実績に基づく保険給付費の調整等に対応す

るため、所要の措置を講ずるものであります。対応する財源といたしましては、介護保

険料及び繰越金等で対処するものであります。 

  以上の結果、歳入歳出それぞれ3,853万1,000円を減額し、歳入歳出それぞれ16億

3,239万6,000円となるものであります。 

  なお、内容につきましては健康福祉課長に説明いたさせますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 健康福祉課長、齋藤春美さん。 

○健康福祉課長（齋藤春美） ご説明申し上げます。 

  予算書１ページをお開きください。 

  議第30号 平成28年度白鷹町介護保険特別会計補正予算（第４号）。 

  平成28年度白鷹町介護保険特別会計補正予算（第４号）は次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,853万1,000円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億3,239万6,000円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  ２ページをごらんください。 

  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入。 

  款、補正額、計のみを申し上げます。 

  １款保険料、1,053万8,000円、３億345万8,000円。 

  ３款国庫支出金、619万8,000円の減額、３億9,899万円。 

  ４款支払基金交付金、2,250万8,000円の減額、４億1,694万3,000円。 

  ５款県支出金、1,028万6,000円の減額、２億2,243万6,000円。 

  ６款財産収入、２万8,000円、15万8,000円。 

  ７款繰入金、1,300万3,000円の減額、２億5,492万3,000円。 

  ８款繰越金、289万8,000円、3,547万円。 

  歳入合計3,853万1,000円の減額、16億3,239万6,000円。 

  歳出。 

  １款総務費、75万1,000円の減額、4,207万7,000円。 
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  ２款保険給付費、3,891万3,000円の減額、15億787万7,000円。 

  ３款地域支援事業費、ゼロ、4,840万4,000円。 

  ４款基金積立金、２万7,000円、2,271万7,000円。 

  ５款諸支出金、110万6,000円、1,122万1,000円。 

  歳出合計3,853万1,000円の減額、16億3,239万6,000円。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 次に、議第31号 平成28年度白鷹町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  本件につきましては、後期高齢者医療保険料の収納実績に合わせ、後期高齢者医療広

域連合納付金の調整を行うものであります。対応する財源といたしましては、後期高齢

者医療保険料等で対応するものであります。 

  以上の結果、歳入歳出それぞれ294万2,000円を追加し、歳入歳出それぞれ１億3,932

万円となるものであります。 

  なお、内容につきましては町民課長に説明いたさせますので、よろしくお願いを申し

上げます。 

○議長（遠藤幸一） 町民課長、中村裕之君。 

○町民課長（中村裕之） ご説明申し上げます。 

  予算書１ページをお開き願います。 

  議第31号 平成28年度白鷹町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。 

  平成28年度白鷹町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ294万2,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億3,932万円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  ２ページをごらん願います。 

  第１表、歳入歳出予算補正。 

  歳入。 

  款、補正額、計のみ申し上げます。 

  １款後期高齢者医療保険料、344万5,000円、8,204万円。 

  ３款繰入金、109万3,000円の減額、5,612万円。 

  ４款繰越金、59万円、98万8,000円。 
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  歳入合計294万2,000円、１億3,932万円。 

  続いて、歳出でございます。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金、294万2,000円、１億3,630万4,000円。 

  歳出合計294万2,000円、１億3,932万円。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 次に、議第32号 平成28年度白鷹町立病院事業会計補正予算（第１

号）について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 提案理由を申し上げます。 

  本件につきましては、収益的収支における現在までの状況を踏まえ、医業収益や一般

会計からの負担金及び医業費用の調整を行うものであります。 

  また、資本的収支につきましては、国民健康保険特別会計からの繰入金及び医療機械

購入費等の調整を行うものであります。 

  以上の結果、収益的収支につきましては、収入の総額に3,893万7,000円を追加し、総

額を11億5,418万7,000円に、支出の総額から106万3,000円を減額し、総額を11億7,418

万7,000円とするものであります。 

  なお、資本的収支につきましては、収入の総額から320万7,000円を減額し、総額を99

万3,000円に、支出の総額から3,072万円を減額し、総額を9,550万1,000円とするもので

あります。 

  なお、内容につきましては病院事務局長に説明いたさせますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

○議長（遠藤幸一） 病院事務局長、渡部町子さん。 

○病院事務局長（渡部町子） ご説明申し上げます。 

  予算書の１ページ目をお開きください。 

  議第32号 平成28年度白鷹町立病院事業会計補正予算（第１号）。 

  総則。 

  第１条、平成28年度白鷹町立病院事業会計補正予算（第１号）は次に定めるところに

よる。 

  業務の予定量。 

  第２条、業務の予定量を、次のとおり補正する。 

  補正予定量、計のみ申し上げます。 

  １号、年間患者数 入院、1,095人の減、１万6,790人。外来、3,402人の減、４万

1,553人。 

  ２号、１日当たり患者数 入院、３人の減、46人。外来、14人の減、171人。 

  収益的収入及び支出の補正。 
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  第３条、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

  款、補正予定額、計のみ申し上げます。 

  収入。 

  第１款病院事業収益、3,893万7,000円、11億5,418万7,000円。 

  支出。 

  第１款病院事業費用、106万3,000円の減額、11億7,418万7,000円。 

  次ページ目をお開きください。 

  資本的収入及び支出の補正。 

  第４条、予算第４条本文括弧書き中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

１億2,202万1,000円は、過年度分損益勘定留保資金１億2,202万1,000円」を、「資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額9,450万8,000円は、過年度分損益勘定留保資金

9,450万8,000円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

  款、補正予定額、計のみ申し上げます。 

  収入。 

  第１款資本的収入、320万7,000円の減額、99万3,000円。 

  支出。 

  第１款資本的支出、3,072万円の減額、9,550万1,000円。 

  重要な資産の取得の補正。 

  第５条、予算第９条を削る。 

  以上でございます。 

○議長（遠藤幸一） 説明が終わりました。 

  お諮りいたします。平成28年度各会計補正予算７件は、予算特別委員会に付託し、審

査することにしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、平成28年度各会計補正予算７件は、

予算特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。 

  予算特別委員会は、３月８日に本議場で開会の上、審査を終了し、議会に報告される

よう申し添えます。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○延会の宣告 

○議長（遠藤幸一） ここでお諮りいたします。本日の会議は、会議規則第24条第２項の

規定により、これをもって延会したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（遠藤幸一） ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって延会す

ることに決しました。 
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  ご苦労さまでした。 

 

 延 会        〈午後４時３０分〉 


